
10 月 24 日、総合保健福祉会館『さわや
かセンター』で『さわやかフェア 2010』が
開催されました。
今年も、町商工会『あみ商工まつり

2010』・県立医療大学『創療祭』との三つの
イベントの同時開催となりました。
開催当日は曇り空の天気でしたが、人気

の店には長い列ができるなど、多くの来場
者でにぎわいました。

▲さわやかフェア2010

▼あみ商工まつり2010

▲創療祭
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区 分 現在高
財政調整基金 1,092,300
減債基金 373,100
その他の基金 2,223,873
国民健康保険支払準備基金 130,000
公共下水道整備基金 100
農業集落排水事業債減債基金 33,884
介護給付費準備基金 57,990
介護従事者処遇改善臨時特例基金 12,283
土地開発基金（現金） 3,600

合　計 3,927,130

区 分 現在高
一般会計 10,159,405
特別会計 11,135,959

公共下水道事業 8,407,247
土地区画整理事業 1,586,780
農業集落排水事業 1,141,932

公営企業会計（水道事業） 783,573
合　計 22,078,937

■基金の現在高

まちのざいせいじじょう

※会計それぞれの性質お
よび事業の内容によりそ
の執行状況が異なります

町の財政状況を公表します

企画財政課☎888ー1111（223・225）

平成 22年度上半期

財政事情
町民の皆さんに町政の運営状況についてご理解を深めていただくために、各会計予算の収支状況等（平成

22年 9月 30日現在）をお知らせします。

■一般会計 （単位：千円・％）

■特別会計 （単位：千円・％）※予算現額（一般会計および特別会計）：当初予算額
に 4 月以降の補正予算
額・予備費充用・費目間の
流用・前年度からの繰越
明許にかかる繰越額など
を増減した後の予算額で
す

■公営企業会計（水道事業） （単位：千円・％）※収益的：事業の管理・運営に関する収入および支出をいいます
※資本的：施設の建設・改良などに関する収入および
支出をいいます
※資本的収支の支出に対する収入の不足額は、過年
度分損益勘定留保資金等で補てんします
※消費税・地方消費税を含みます

■町債等の現在高
●町債 （単位：千円）

（単位：千円）

●一時借入金
なし
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区 分 予算現額 執行済額 執行割合
収益的 収入 935,791 477,972 51.1

支出 935,791 295,676 31.6
区 分 予算現額 執行済額 執行割合

資本的 収入 92,830 9,230 9.9
支出 485,609 209,753 43.2

歳　入 歳　出
区 分 予算現額 収入済額 収入割合 区 分 予算現額 支出済額 支出割合

町 税 7,063,209 4,300,206 60.9 議会費 134,262 63,785 47.5
地方譲与税 208,300 61,561 29.6 総務費 1,705,695 740,723 43.4
地方消費税交付金 381,100 234,959 61.7 民生費 4,009,597 1,065,076 26.6
地方特例交付金 79,287 79,287 100.0 衛生費 1,180,343 398,484 33.8
地方交付税 1,119,189 698,303 62.4 農林水産業費 241,427 52,962 21.9
分担金及び負担金 206,076 79,357 38.5 商工費 192,456 90,598 47.1
使用料及び手数料 225,524 114,623 50.8 土木費 2,630,580 457,640 17.4
国庫支出金 1,900,785 772,450 40.6 消防費 624,767 295,713 47.3
県支出金 738,365 112,703 15.3 教育費 2,309,615 639,289 27.7
繰入金 82,454 0 0.0 災害復旧費 1 0 0.0
繰越金 349,465 864,413 247.4 公債費 1,586,217 783,034 49.4
諸収入 418,456 139,621 33.4 諸支出金 2,436 1,000 41.1
町 債 1,673,400 0 0.0 予備費 18,370 0 0.0
その他 190,156 61,140 32.2

合 計 14,635,766 7,518,623 51.4 合 計 14,635,766 4,588,304 31.3

会計名 予算現額 収入済額 収入割合 支出済額 支出割合
国民健康保険 4,834,252 2,129,177 44.0 1,968,820 40.7
公共下水道事業 1,910,050 212,035 11.1 640,888 33.6
老人保健 15,668 15,053 96.1 84 0.5
土地区画整理事業 457,303 252,089 55.1 187,783 41.1
農業集落排水事業 617,555 64,516 10.4 138,908 22.5
介護保険 2,185,305 778,749 35.6 851,209 39.0
後期高齢者医療 613,176 107,606 17.5 252,311 41.1

合 計 10,633,309 3,559,225 4,040,003



許
さ
な
い
！
　

町
税
・
国
保
税
滞
納

守
り
ま
す
！
　
税
の
公
平

3　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

まもります！　ぜいのこうへい

収納課☎ 888ー1111（147・148）

預金・不動産等差押	 968 件

徴収金額	 206,373,233 円
（徴収金額には本税、督促手数料、延滞金を含む）

町
税
・
国
保
税
の
滞
納
を
減
ら
す
た
め
、
昨
年
度
、
収
納
課
に
特
別
滞

納
対
策
係
を
設
置
し
て
、
滞
納
者
の
財
産
調
査
、
差
押
を
強
化
し
て
い
ま

す
。
今
後
も
税
負
担
の
公
平
性
確
保
を
図
る
た
め
、
積
極
的
に
滞
納
処
分

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

平成21年度　差押実績・差押等に伴う徴収金額

財
産
調
査
の
結
果
に
よ
り
、
差

押
財
産
を
決
定
し
ま
す
。
差
押
を

行
っ
た
場
合
、
納
税
義
務
者
本
人

だ
け
で
な
く
、
利
害
関
係
者（
勤

務
先・金
融
機
関・抵
当
権
者
等
）に

『
差
押
通
知
書
』が
送
付
さ
れ
ま
す
。

▼
差
押
対
象
財
産
の
例
：
▼
不
動

産
▼
預
貯
金
▼
給
与
▼
年
金
▼

生
命
保
険
▼
動
産
▼
自
動
車
▼

各
種
債
権

ー
な
ど

■
納
税
相
談
を
随
時
受
付
中

収
納
課
で
は
、
経
済
的
な
事
情

な
ど
で
町
税
の
納
付
が
困
難
な
人

の
相
談
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
納
税
に
関
す
る
疑
問
・
質
問

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

■
納
税
と
滞
納
処
分

皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
い
て

い
る
町
税
は
、
福
祉
・
教
育
・
生

活
環
境
・
道
路
整
備
な
ど
、
安
全

で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
の
貴
重
な
財
源
と
な
っ
て
い

ま
す
。

町
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
で
い
る

場
合
、
納
期
内
に
納
め
た
人
と
の

公
平
性
を
保
つ
た
め
、
ま
た
町
税

を
確
保
す
る
た
め
に
、
滞
納
し
て

い
る
人
の
財
産
を
や
む
を
得
ず
差

し
押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

滞
納
は
納
税
者
に
と
っ
て
も
大
き

な
損
失
と
な
り
ま
す
の
で
、
納
期

内
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
滞
納
処
分
を
実
施
中

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
税
さ
れ

な
い
こ
と
を
税
の
滞
納
と
言
い
ま

す
。
町
税
を
滞
納
し
た
場
合
、
本

税
額
の
ほ
か
に
延
滞
金
を
納
付
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
り
、
町
の

租
税
債
権
を
保
全
す
る
た
め
『
滞

納
処
分
』
を
行
い
ま
す
。
滞
納
処

分
は
以
下
の
手
順
で
行
わ
れ
ま
す
。

❶
納
税
通
知
書
・
督
促
状
の
送
付

町
か
ら
納
税
通
知
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で
に
納

付
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納
期

限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
と
き
は

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。

➡

❷
催
告
書
・
電
話
・
訪
問
等
に
よ

る
納
付
督
励

督
促
状
を
送
付
し
て
も
納
付
が

な
い
場
合
は
、
催
告
書
を
送
付
し

た
り
、
電
話
・
訪
問
を
行
う
こ
と

に
よ
り
納
付
を
督
励
し
ま
す
。

➡

❸
財
産
調
査
と
差
押

そ
れ
で
も
納
付
が
な
い
場
合

は
、
税
負
担
の
公
平
性
を
保
ち
、

町
の
租
税
債
権
を
保
全
す
る
た
め

に
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
納
税
義
務
者
の
所
有
す

る
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

所
有
財
産
の
調
査
・
把
握
の
た

め
、
金
融
機
関
に
預
貯
金
の
残
高

を
照
会
し
た
り
、
勤
務
先
へ
給
与

額
を
照
会
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

差
押
Q
&
A

Q
町
が
差
押
な
ん
て
で
き
る
の

で
す
か
？

A
地
方
税
法
で
は
「
督
促
状
を

発
し
た
日
か
ら
10
日
を
経
過

し
た
日
ま
で
に
完
納
し
な
い

と
き
は
、
滞
納
者
の
財
産
を

差
し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
税

法
の
手
続
き
に
基
づ
い
て
行

っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
税
金

の
滞
納
処
分
（
差
押
）
は
、

裁
判
所
の
令
状
等
は
必
要
な

く
、
町
が
直
接
執
行
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

Q
差
押
を
解
除
す
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？

A
差
押
の
対
象
と
な
っ
た
町

税
、
督
促
手
数
料
、
延
滞
金
、

滞
納
処
分
費
の
す
べ
て
を
完

納
す
れ
ば
解
除
さ
れ
ま
す
。

12月は町税等の
徴収強化月間です

税負担の公平性を確保するた
め、12 月を徴収強化月間とし、
町の管理職全員で町税等の未納
のある人の自宅を滞納整理に訪
問します。
訪問時間は、夜間、休日が中
心になりますが、自主的な納税
にご協力くださるようお願いい
たします。
このほか、町民税・県民税の
徴収対策も強化していますので、
まだ納税がお済みでない人は速
やかに納税されるようお願い申
し上げます。
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必ず届け出を！
国保年金課国保係・後期高齢医療福祉係☎ 888ー1111（131〜 135）

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど

第
三
者
か
ら
受
け
た
傷
病

に
よ
る
医
療
費
は
、
原
則
と
し
て

加
害
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
す

が
、
届
出
に
よ
り
国
保
や
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
（
長
寿
医
療
制

度
／
以
下
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
）
を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
医
療
費
は
加
害
者
が
負
担

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
か
ら
受

け
た
傷
病
は
、
原
則
と
し
て
加
害

者
に
責
任
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
が
負
担
し
た
医
療
費
は
、
後
日

加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
請
求
を
適
正
に
行
う

た
め
に
も
、
第
三
者
の
行
為
で
傷

病
を
受
け
た
と
き
は
必
ず
国
保
年

金
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

■
示
談
の
前
に
届
け
出
を

国
保
年
金
課
に
届
け
出
る
前
に

加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ

た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
て
し
ま
っ

た
り
す
る
と
、
国
保
・
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
が
使
え
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
示
談
を
結
ぶ
前

に
必
ず
国
保
年
金
課
に
ご
相
談
の

上
、
必
要
な
届
け
出
・
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と

き
の
注
意
点

●
事
故
の
相
手
を
確
認
す
る

お
互
い
の
連
絡
先
・
車
の
ナ
ン

バ
ー
・
運
転
免
許
証
（
住
所
・
氏

名
な
ど
）・
加
入
し
て
い
る
保
険

会
社
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

●
医
師
の
診
察
を
受
け
る

事
故
直
後
は
シ
ョ
ッ
ク
で
痛
さ

を
感
じ
な
く
て
も
、
負
傷
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
損

害
賠
償
請
求
に
は
多
く
の
場
合
、

診
断
書
や
医
療
機
関
の
領
収
書
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

■
こ
ん
な
と
き
国
保
や
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
は
使

え
る
？

Q
交
通
事
故
加
害
者
と
し
て
ケ
ガ

を
し
た
場
合
は
?

A
届
出
を
す
れ
ば
使
え
ま
す

た
だ
し
、
飲
酒
運
転
や
無
免
許

運
転
な
ど
の
故
意
の
犯
罪
行
為

だ
っ
た
場
合
は
、
給
付
制
限
に

該
当
し
、
医
療
費
は
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す

Q
仕
事
中
や
通
勤
途
中
で
の
事
故

は
?

A
労
災
保
険
が
優
先
適
用
さ
れ

ま
す

業
務
上・通
勤
途
中
の
交
通
事
故

に
よ
る
ケ
ガ
は
、
労
災
保
険
で

治
療
を
受
け
る
の
が
原
則
で
す

■
第
三
者
の
行
為
に
該
当

す
る
場
合
と
は
?

次
の
よ
う
な
と
き
は
国
保
年
金

課
へ
『
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

届
』の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
▼
け

ん
か
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
き
ー

な
ど

■
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と

き
は
?

❶
警
察
に
届
け
出
る

交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
速
や

か
に
警
察
に
届
け
出
て
、
自
動

車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
か
ら
『
事

故
証
明
書
』
を
発
行
し
て
も
ら

い
ま
す
。

❷
国
保
年
金
課
窓
口
に
届
け
出
る

▼
印
鑑
▼
保
険
証
▼
事
故
証
明

書
（
後
日
で
も
可
）
▼
運
転
免
許

証
（
車
・
バ
イ
ク
な
ど
の
場
合
）

ー
を
持
参
し
て
国
保
年
金
課
の

窓
口
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
相
手
の
い
な
い
自
損
事
故
の

場
合
も
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い

❸
証
明
書
の
交
付

届
け
出
が
済
む
と
『
第
三
者
行

為
届
提
出
証
明
書
』
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
こ
の
証
明
書
を
医
療
機
関

な
ど
の
窓
口
に
提
出
す
れ
ば
国

保
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
使

っ
て
治
療
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

被
害
者

（
国
保
加
入
者
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
加
入
者
）

国
保
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度

医
療
機
関

加
害
者

➡

届出

➡
請　求

➡ 医　療

➡ 支払い

●交通事故など第三者行為●
国保・後期高齢者医療制度で治療を受ける場合

医療費の
一時立て替え

➡

みんなでささえ愛…こくほ

国保・後期高齢者医療制度（長寿医療制度）の被保険者が
交通事故や傷害事件にあったときは

必ず届け出を！

事故
発生
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特定健康診査は受けましたか？

希望日に受診できる	 をご利用ください

とくていけんしん

■健診内容
健診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

特定健康 
診査

40 ～ 74歳
（平成 23年 3月 31日
までに 40歳に到達す
る人～ 75歳の誕生日
前までの人）

▼基本項目：問診・身体計測・血圧測定・脂質検査・肝機能検査・血糖検査・
尿検査

▼詳細項目：心電図・貧血検査・眼底検査
※受診する医療機関により検査項目が異なります。詳細については国
保年金課へお問い合わせください

1,300 円

■申込方法
受診券を発行しますので、国保年金課窓口にてお申し
込みください。ただし、今年度すでに町の集団健診また
は人間（脳）ドックを受診した人、または受診予定の人
はお申し込みできません。

■受付期間（受診可能な期間）
平成 23年 2月 28日

■自己負担額の免除
下記に該当する人は健診費用が無料になりますので、
申込時に手帳等の証明できる物をご提示ください。
▼身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程
度が 1級または 2級の人
▼精神障害者保健福祉手帳で法律施行令第 6条第 3項
に規定する障害等級 1級の人
▼重度の知的障害とされた人（療育手帳でⒶまたはAの人）

■受診できる医療機関（町と契約している
医療機関）
町内の医療機関のみを抜粋しています。このほか、町
外の医療機関もありますのでお問い合わせください。

医療機関 住所 電話番号

霞ヶ浦成人病研究事
業団健診センター

中央 3ー20ー1 887ー4563

あみ小林クリニック 若栗 1765ー1 888ー2200

阿見第一クリニック 阿見 3020ー1 887ー3511

印南クリニック 荒川本郷 1329ー1 834ー2222

河合内科医院 荒川本郷 2426 843ー3301

さかえ医院 中央 4ー8ー24 888ー2662

なるしま内科医院 荒川本郷 1366ー2 869ー4820

若松クリニック 阿見 4755ー1 888ー1171

■健診内容
健診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

後期高齢者
健康診査

75歳の誕生日以降の人、
65～ 74歳で後期高齢
者保険証をお持ちの人

▼基本項目：問診・身体計測・血圧測定・脂質検査・肝機能検査・血糖検査・
尿検査

※高血圧や糖尿病等で受診中の人は主治医にご相談の上、受診ください
※詳細項目（心電図・貧血検査・眼底検査）は別途料金で受診できます

無料

■申込方法
受診券を発行しますので、国保年金課窓口にてお申し
込みください。ただし、今年度すでに町の集団健診また
は人間（脳）ドックを受診した人、または受診予定の人
はお申し込みできません。

■受診できる医療機関
霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター

■受付期間（受診可能な期間）
平成 23年 2月 28日

国民健康保険被保険者の皆さまへ

『医療機関健診』

ご自身の健康管理のために
健診は毎年受けましょう

国保年金課国保係☎ 888ー1111（131〜 133）

町国保では、被保険者の皆さまの健康を守り生活習慣病を予防するため、40歳以上 75歳未満の人を対象に、『特定
健康診査』を実施しています。町の集団健診の日程に都合がつかなかったなど、『特定健康診査』を受診されていない
人は、『医療機関健診』をご利用ください。

後期高齢者医療保険証をお持ちの皆さまの『医療機関健診』
国保年金課後期高齢医療福祉係☎ 888 ー 1111（134 〜 135）



広報あみ 12 月号　6

みんなでささえ愛…ねんきん

国保年金課国民年金係☎ 888ー1111（136・137）

国
金民

年国
金民
年

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の

照
会
用
電
話
番
号
☎
0
5
7
0

ー

0
7
0
ー

1
1
7
▼
期
間
：

11
月
1
日
〜
平
成
23
年
3
月
15

日
▼
月
～
金
曜
日
：
午
前
8
時

30
分
〜
午
後
5
時
15
分　

※
月

曜
日
は
午
後
7
時
ま
で
。
土
・

日
・
祝
日
、
12
月
29
日
〜
1
月

3
日
は
利
用
不
可

社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書

す
。
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
と
し

て
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
は
、
そ
の
納
付
額

の
全
額
が
納
付
し
た
人
の
所
得
税

等
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
年
末

調
整
等
の
手
続
き
の
際
に
ご
自
身

の
社
会
保
険
料
の
額
と
合
算
し
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
と
き
、

ご
家
族
分
の
証
明
書
も
申
告
す
る

人
の
申
告
書
に
添
付
等
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

■
証
明
内
容

▼
1
月
か
ら
9
月
30
日
ま
で
に
納

付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額

▼
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る

場
合
の
納
付
見
込
額

■
注
意
事
項

▼
納
付
忘
れ
等
が
あ
る
場
合
も
、

年
内
に
納
付
す
れ
ば
、
今
年

分
の
控
除
と
し
て
申
告
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す

▼
年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に

加
入
し
た
場
合
な
ど
、
10
月

1
日
以
降
に
今
年
初
め
て
保

険
料
を
納
付
す
る
人
に
は
、

来
年
2
月
上
旬
に
同
様
の
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

●
ご
家
族
の
保
険
料
も
納
付
し
て

い
る
人

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保
険

者
本
人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
世
帯

の
世
帯
主
お
よ
び
配
偶
者
も
連
帯

し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民
税
等

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申

告
で
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
は
、

納
付
（
見
込
み
を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
の
添

付
等
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
た
、
生
命

保
険
会
社
等
が
発
行
す
る
控
除
証
明
書
と
同
様
の
『
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
』（
は
が
き
）
は
、
申
告
の
際
ま
で
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

申告の際まで大切に保管を…

土浦年金事務所から
■国民年金保険料の納付案内を行う事業者が変わりました
日本年金機構では、国民年金保険料の納付のご案内について民間委託を実施しており、平成 22 年 10
月から事業者が下記の通り変更となりました。
●受託事業者
▶事業者名　（株）アイ・シー・アール、バックスグループ共同企業体
▶問い合わせ　0954ー69ー1600

※過去 2年以内の国民年金加入期間のうち、保険料納付の確認ができ
ない期間がある場合、上記受託事業者から電話・文書・戸別訪問等によ
り納付や免除等申請手続きのご案内をさせていただく場合があります
※この民間委託は、国民年金保険料の収納業務の一部を民間事業者に委
託し、低コストでより良いサービスの提供を目指しているものです
▼市場化テスト事業の詳細は日本年金機構ホームページで確認できます
　日本年金機構ホームページ：http://www.nenkin.go.jp/

■問い合わせ
土浦年金事務所☎ 824ー7121

詳しくは土浦年金事務所まで
お問い合わせください
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福祉センターまほろば利用案内

在宅のねたきりまたは認知症の高齢者を介護し
ている人を対象に、介護者の労苦に報いるこ

とを目的とした、慰労金が支給されます。
この慰労金の申請を行う際は、下記受給要件等を

ご確認の上、申込期間内に社会福祉課までお申し込
みください。

●申込期間（土・日・祝日を除く）：平成 23 年 1 月
4 日（火）〜 1月 31 日（月）

●申込方法：直接役場 1 階社会福祉課に申し込む
（印鑑持参のこと）
●支給月：平成 23 年 3 月

高
祉齢
福ねたきり・認知症等の

高齢者を介護している人へ
社会福祉課高齢福祉係☎ 888ー1111（162・163）

高齢者の健康増進、教養向上、レクリエーション、
ふれあい等福祉の向上を目的とした施設です。施設
内には将棋、囲碁、休憩室、おふろ、カラオケ（有料）
などがあります。
■利用方法
個人：当日センター窓口にお申し込みください。町
に居住の老人・心身障害者の人は利用券申請手続
きをしますと、利用券を発行します

団体：団体（10 人以上）の使用を希望する人は、福
祉センター窓口の使用申込書に必要事項を記入し
てお申し込みください
■利用時間　午前 9時〜午後 9時まで
■入浴時間　午前 11 時〜午後 7時まで
■休 館 日　毎週月曜日（祝日の場合翌日も休み）、

祝日、年末年始（12 月 27 日〜 1月 4日）、そのほか
臨時定休日を定めたとき
■使用料

区　分 使用料（1人 1回）

町内居住者
稲敷郡および
稲敷市居住者

60 歳以上の人・心身
障害者および付添人 無料

上記以外の人 210 円
小学生以下の人 無料

上記居住者
以外の人

60 歳以上の人・心身
障害者および付添人 210 円

上記以外の人 420 円

団体（10 人以上の団体をいう） それぞれの区分の
使用料の半額

■問い合わせ　まほろば☎ 887ー3969

●平成 22年度 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要件等

平成 22 年 12 月 31 日基準日現在 65 歳以上の高齢者を在宅で介護している人で、かつ平成
22年 1月 1日〜 12月 31日に町に住所を有する人

10 万円

支給条件

支給対象者

支 給 額

❶平成 22 年 1月 1日〜 12 月 31 日に町に住
所を有し、かつ同期間に介護保険で要介護
3以上と認定されている高齢者を 3か月以
上継続して在宅で介護する人（ただし 1か
月以内の入院は含む）

❷上記介護期間を含む 4か月間継続して介護
保険サービス（1週間までのショートステ
イを除く）を利用せず介護する人

❸右記の介護慰労金を受給していない人

❶平成 22 年 1月 1日〜 12 月 31 日に町に住
所を有し、かつ同期間に介護保険で要介護
4以上と認定されている高齢者を常時在宅
で介護する人（ただし 3か月以内の入院は
含む）

❷上記期間に継続して介護保険サービス（1
週間程度のショートステイを除く）を利用
せず介護する人

❸住民税非課税世帯に属する人

3万円

みんなでささえ愛…こうれいふくし
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生
活
福
祉
部
会

部
長　

佐
藤　

勲

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
町

内
で
の
、
よ
り
良
く
細
や
か
な
社

会
福
祉
力
の
向
上
に
努
め
る
べ

く
、
事
項
別
担
当
委
員
と
し
て
、

生
活
福
祉
部
会
・
障
害
者
福
祉
部

会
・
高
齢
者
福
祉
部
会
・
児
童
婦
人

福
祉
部
会
の
四
つ
の
事
項
別
部
会

に
分
か
れ
て
担
当
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
私
た
ち
が
所
属
す
る

生
活
福
祉
部
会
で
は
、
年
度
初
め

に
部
会
員
参
加
の
中
で
年
間
事
業

計
画
を
立
案
し
、
前
期
に
さ
わ
や

か
セ
ン
タ
ー
内
で
の
研
修
会
、
後

期
に
町
の
バ
ス
を
使
用
し
た
移
動

交
流
会
の
開
催
を
予
定
し
た
事
業

計
画
を
決
定
し
て
、
年
間
研
修
を

実
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

前
期
研
修
会
で
は
、
部
会
員
全

員
参
加
の
中
、
県
南
県
民
セ
ン
タ

ー
専
門
職
員
に
よ
る
生
活
保
護
関

係
の
議
題
に
そ
っ
て
、
約
九
十
分

間
に
渡
り
、
生
活
保
護
制
度
改
正

点
・
就
労
者
支
援
事
業
・
長
期
生
活

支
援
資
金
・
年
金
担
保
貸
付
制
度

利
用
・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

つ
い
て
等
々
、
く
わ
し
い
説
明
を

受
け
、
ま
た
質
疑
応
答
を
行
い
私

た
ち
の
町
は
、
県
南
町
村
の
中
で

は
保
護
率
が
四
・
九
％
と
高
率
に

推
移
し
て
い
る
と
分
か
り
、
一
層

民生委員・児童委員
　の活動状況報告

みんせいいいん・じどういいん

民生委員の
マーク

で
黙
々
と
決
め
ら
れ
た
作
業
に
取

り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

当
セ
ン
タ
ー
の
利
用
期
間
は
二

年
、定
員
は
二
十
人
だ
そ
う
で
す
。

こ
こ
で
職
業
準
備
訓
練
の
結
果

基
本
的
な
労
働
習
慣
が
身
に
つ
い

た
人
に
は
実
際
に
事
業
所
に
お
い

て
職
場
実
習
を
行
い
、
職
場
の
雰

囲
気
を
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
さ
ら
に
職
場
適
応
力
を
高

め
る
よ
う
に
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
働
く
こ
と
は
み
ん
な
の
願
い

生
き
る
こ
と
は
み
ん
な
の
幸
せ
」

を
モ
ッ
ト
ー
に
。

児
童
婦
人
福
祉
部
会

則
松　

忠
司

平
成
二
十
二
年
度
の
研
修
は
、

か
ね
て
よ
り
希
望
し
て
い
た
霞
ヶ

浦
聾ろ

う

学
校
（
阿
見
町
上
長
）
の
協

力
を
得
て
、
七
月
、
同
校
の
研
修

を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
県
南
唯

一
の
聾
学
校
と
し
て
、
聴
覚
に
障

害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
、
幼
稚

部
（
三
歳
か
ら
五
歳
）
小
学
部
中

学
部
総
数
三
十
八
人
が
学
ん
で
い

ま
す
。同
校
の
教
育
方
針
と
し
て
、

国
語
・
手
話
・
指
文
字
・
ジ
ェ
ス
チ

ャ
ー
・
写
真
・
カ
ー
ド
等
で
個
に
応

じ
た
手
段
を
用
い
た
指
導
で
学
力

の
向
上
定
着
を
図
り
、
ま
た
、
近

※
次
ペ
ー
ジ
に
続
く

セ
ン
タ
ー
の
概
要
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

こ
こ
で
は
、
一
般
就
労
を
希
望

す
る
人
、
一
人
ひ
と
り
の
特
性
に

あ
っ
た
個
別
支
援
計
画
を
作
り
、

就
労
に
必
要
な
職
業
準
備
訓
練
・

知
識
と
能
力
の
向
上
・
職
場
実
習

な
ど
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
正

に
合
っ
た
職
場
へ
就
労
移
行
支
援

を
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

○
支
援
対
象
者
は
、
障
害
者
（
身

体
・
知
的
・
精
神
）
で
一
般
就
労

を
希
望
す
る
人

○
利
用
方
法
と
し
て
は
、
お
の
お

の
の
市
町
村
の
障
害
福
祉
の
窓

口
に
問
い
合
わ
せ
る

○
利
用
時
間
は
祝
日
を
除
く
月
曜

か
ら
金
曜
日
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

○
利
用
料
は
お
の
お
の
に
負
担
金

が
異
な
る
の
で
各
市
町
村
に
た

ず
ね
る

ま
た
、
職
業
訓
練
と
し
て
は
、

①
職
場
で
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を

身
に
つ
け
る
②
職
場
で
の
適
切
な

対
人
態
度
を
身
に
つ
け
る
等
々
。

主
な
訓
練
内
容
と
し
て
は
、
①

お
し
ぼ
り
作
業
②
組
立
分
解
作
業

（
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
ボ
ル
ト
ナ
ッ
ト
・

コ
ン
セ
ン
ト
・
電
子
部
品
）
③
水
道

の
蛇
口
組
立
分
解
（
ベ
ル
ト
コ
ン

ベ
ア
ー
使
用
）
④
仕
分
け
作
業
等
。

利
用
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
所

の
見
守
り
と
対
応
が
必
要
か
な
と

痛
感
い
た
し
ま
し
た
。

後
期
の
移
動
交
流
会
で
は
、
他

の
市
町
村
民
児
協
と
の
交
流
を
深

め
る
た
め
に
、
下
妻
市
民
生
委
員

児
童
委
員
協
議
会
と
約
二
時
間
の

協
議
を
持
ち
ま
し
た
。
下
妻
市
役

所
内
大
会
議
室
に
お
い
て
、
福
祉

事
務
所
長
・
下
妻
市
民
児
協
会
長
・

阿
見
町
民
児
協
会
長
、
ま
た
双
方

の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
多
数
参

加
の
中
、
交
互
に
自
己
紹
介
で
始

ま
り
、
両
民
児
協
の
概
要
・
生
活

保
護
の
互
い
の
実
情
を
話
し
合

い
、
意
見
交
換
を
進
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。

そ
の
中
で
の
成
果
は
、
福
祉
活

動
を
前
向
き
に
対
応
す
る
こ
と
が

大
事
で
あ
り
、
事
項
別
研
修
会
、

日
帰
り
視
察
研
修
等
を
充
実
し
、

町
民
の
皆
さ
ま
の
さ
ま
ざ
ま
な
要

望
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
研
さ
ん
を
積
み
た
い
と
思
っ

た
次
第
で
す
。

障
害
者
福
祉
部
会

渡
邊　

と
し

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
、

私
た
ち
は
土
浦
市
真
鍋
新
町
に
あ

る
「
茨
城
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ

ー
」
へ
視
察
研
修
に
行
き
ま
し
た
。

研
修
室
に
通
さ
れ
、
所
長
か
ら
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児
童
生
徒
対
策
委
員
会川

田　

敏
子

主
任
児
童
委
員
制
度
が
で
き
た

の
は
、
平
成
六
年
一
月
一
日
の
こ

と
で
す
か
ら
、
今
回
の
任
期
満
了

で
十
七
年
に
一
か
月
足
ら
ず
と
い

う
半
端
な
期
間
に
な
り
ま
す
。

こ
の
時
、
町
で
は
三
人
の
主
任

児
童
委
員
が
任
命
さ
れ
、
た
ま
た

ま
中
学
校
が
三
校
の
た
め
各
中
学

校
区
に
一
人
と
い
う
配
置
で
今
日

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
居
住

地
が
実
穀
と
い
う
関
係
で
、
ず
っ

と
朝
日
中
学
校
区
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

国
際
家
族
年
を
記
念
し
て
で
き

た
制
度
と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が

民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
の
中

で
ど
ん
な
役
割
、
仕
事
を
す
る
の

か
が
初
め
は
は
っ
き
り
し
て
い
な

か
っ
た
上
に
、
名
称
に
つ
い
た

「
主
任
」
の
意
味
が
誤
解
を
生
ん

で
、
市
町
村
に
よ
っ
て
は
こ
の
制

度
の
受
け
止
め
方
が
、
実
に
さ
ま

ざ
ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
し
た
。

幸
い
な
こ
と
に
、
町
で
は
積
極

的
・
前
向
き
に
受
け
と
め
て
い
た

だ
き
、
組
織
の
中
に
自
然
に
位
置

づ
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、ま
た
、

何
よ
り
も
連
携
を
密
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
区
域
担
当
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
人
た
ち
と
の
よ

い
協
力
体
制
が
取
れ
た
こ
と
、
さ

ら
に
小
・
中
学
校
、
保
育
所
・
児
童

館
を
は
じ
め
他
の
関
係
機
関
と
の

連
携
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
ご
協
力

に
対
し
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
児
童
を
健
や
か

に
育
て
る
こ
と
、
人
権
を
守
り
、

福
祉
を
守
る
こ
と
は
、
種
々
の
法

律
や
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実

に
は
子
ど
も
は
や
は
り
弱
者
の
立

場
に
な
り
が
ち
で
す
。
日
本
社
会

を
覆
っ
て
い
る
経
済
不
況
の
影
響

を
も
ろ
に
受
け
て
い
た
り
、
人
権

侵
害
が
あ
っ
た
り
し
て
も
、
子
ど

も
自
身
が
声
を
出
す
こ
と
は
ま
れ

な
こ
と
で
あ
り
、
対
応
が
遅
れ
て

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

早
期
の
情
報
が
ど
う
し
た
ら
得

ら
れ
る
か
。
ま
た
、
ど
う
し
た
ら

子
ど
も
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
そ

の
子
ど
も
を
含
め
た
家
庭
に
と
っ

て
も
最
善
と
思
わ
れ
る
方
策
が
と

れ
る
か
、
か
か
わ
る
大
人
の
一
人

と
し
て
の
責
任
の
大
き
さ
を
感
じ

る
こ
と
の
多
い
日
々
で
し
た
。

■
問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課

☎
8
8
8
―

1
1
1
1
（
1
6
1
）

みんせいいいん・じどういいん

二
十
二
年
四
月
一
日
現
在
）
で
み

る
と
九
六
一
六
人
（
男
性

四
二
三
七
人
、女
性
五
三
七
九
人
）

で
総
人
口
四
六
七
六
二
人
の

二
十
・
五
六
％
の
割
合
と
な
っ
て

い
ま
す
。

要
介
護
高
齢
者
が
増
加
す
る
に

つ
れ
、
虐
待
も
増
加
し
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
医

療
機
関
や
老
人
介
護
施
設
に
お
け

る
認
知
症
患
者
に
対
し
て
の
「
身

体
的
拘
束
」
な
ど
の
行
為
が
日
常

的
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
六
年
に
は
、
高
齢
者
虐

待
防
止
法
が
制
定
さ
れ
、
虐
待
の

「
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
思
わ
れ
る

段
階
で
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
へ
の
通
報
が
で
き
る
こ
と
が
明

示
さ
れ
、
早
期
の
発
見
と
対
処
が

図
ら
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
高
齢
者
が
町
内
に
居
住

す
る
現
在
、
高
齢
者
の
福
祉
を
増

進
す
る
た
め
の
施
設
が
段
々
整
備

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

高
齢
者
福
祉
部
会
の
本
年
度
の

活
動
で
は
、
七
月
十
二
日
に
そ
の

一
環
と
し
て
、
部
会
所
属
委
員

十
八
人
が
町
内
の
南
平
台
に
新
設

さ
れ
た
特
別
養
護
老
人
施
設
「
阿

見
こ
な
ん
」
を
訪
問
見
学
す
る
と

と
も
に
、
高
齢
者
福
祉
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
施
設
職
員
と
熱
心
な

意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

部
卒
業
後
は
多
く
の
生
徒
は
県
立

水
戸
聾
学
校
高
等
部
に
進
学
、
そ

の
後
大
学
進
学
の
生
徒
も
多
数
い

る
と
の
こ
と
、
私
た
ち
は
障
害
の

あ
る
人
を
憐れ

ん

憫び
ん

の
ま
な
ざ
し
で
見

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
は
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
を
こ

の
研
修
に
よ
り
深
く
認
識
い
た
し

ま
し
た
。
普
通
の
生
徒
と
変
わ
り

な
く
接
す
る
先
生
、
生
徒
た
ち
の

ひ
た
む
き
さ
・
笑
顔
・
目
の
輝
き
、

心
が
洗
わ
れ
る
様
な
一
刻
で
し

た
。
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
会
い
た

い
と
強
く
思
い
ま
し
た
。

研
修
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
住
谷
校
長
先
生
を
は
じ
め
、
職

員
の
皆
さ
ま
に
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

高
齢
者
福
祉
部
会

湯
原　

行
孝

総
務
省
統
計
局
発
表
に
よ
れ

ば
、
全
国
の
六
十
五
歳
以
上
の
高

齢
者
人
口
は
、
平
成
二
十
年
九
月

に
は
二
八
一
九
万
人
で
、
総
人
口

に
占
め
る
割
合
は
二
十
二
％
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
前
年
に
比

べ
る
と
七
十
六
万
人
、
〇
・
六
％

増
と
、
人
口
、
割
合
と
も
増
加
を

続
け
て
お
り
、
過
去
最
高
と
な
り

ま
し
た
。

町
の
年
齢
別
人
口
（
平
成

隣
の
学
校
や
地
区
住
民
と
の
交
流

を
通
し
て
、
社
会
性
や
豊
か
な
人

間
性
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目
的
と

す
る
と
の
こ
と
で
す
。

当
日
は
、
中
学
部
生
徒
は
校
外

学
習
で
不
在
の
た
め
、
幼
稚
部
の

プ
レ
イ
ル
ー
ム
や
、
各
教
室
を
見

学
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
他
の
学

校
と
大
き
く
違
う
特
色
が
二
つ
あ

り
ま
し
た
。
一
つ
は
ル
ー
プ
と
言

う
設
備
が
あ
る
こ
と
で
す
。
ル
ー

プ
と
は
、
学
校
内
の
床
や
校
庭
の

地
面
に
マ
イ
ク
の
音
を
増
幅
さ
せ

る
装
備
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
、
補
聴

器
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
る
こ
と
で
す
。
ル
ー
プ

は
各
教
室
・
プ
レ
イ
ル
ー
ム
・
体

育
館
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
等
に
設
備
さ

れ
て
い
ま
す
。

授
業
は
基
本
的
に
は
マ
イ
ク
と

手
話
で
行
い
、
生
徒
は
個
々
の
障

害
に
応
じ
た
補
聴
器
を
着
用
し
て

勉
強
を
し
て
い
ま
す
。

二
つ
め
は
寄
宿
舎
が
あ
る
こ
と

で
す
。
家
庭
の
都
合
に
よ
り
通
学

で
き
な
い
生
徒
の
、
月
曜
か
ら
金

曜
日
ま
で
の
五
日
間
、
寄
宿
舎
で

共
同
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
現

在
七
人
が
寄
宿
し
て
い
ま
す
。

聴
覚
に
障
害
が
あ
る
と
は
い

え
、
生
徒
た
ち
は
先
生
の
熱
い
思

い
の
こ
も
っ
た
指
導
の
も
と
元
気

に
勉
学
に
励
ん
で
い
ま
す
。
中
学



障害福祉に関する心配・悩み事などは、お気軽にご相談を！
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障
祉害
福障害者週間と障害

者理解について

きょうも あしたも さわやかに

●身体障害者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部機能（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・免疫・肝臓）に障害があり「身体障害者手帳」を交付されている人のことをいいます。
○視覚障害は、まったく見えない「全盲」・眼鏡などで矯正しても視力が弱い「弱視」・見える範囲がせま
い「視野狭さく」があります
○聴覚障害は、人の声や物音が聴こえない、または聴こえにくいという障害です
○平衡機能障害は姿勢を調整する機能の障害により、四肢体幹に異常がないのに起立や歩行に異常があり
ます

○音声・言語・そしゃく機能障害は、音声を発することができない・発生しても言語がない、音声・言語によ
る意思疎通が困難である。そしゃく・えんか機能が障害により経菅栄養でしか栄養を補給できない、障
害により通常の食事では十分な栄養補給ができない障害です

○肢体不自由は、手や足、体の胴の部分に障害があります。この中でも脳性まひ・筋ジストロフィー・脊椎
損傷等により全身に障害が及ぶものを一般的に全身性障害といいます

○内部障害は疾病等により心臓・じん臓・肺・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の働きが弱くなったり、機能しなく
なったりする障害、免疫機能の障害をいいます

わが国の障害者施策の基本的方向を定める「障害者基本計画」（平成 14年閣議決定）においては、目指すべ
き社会として、国民だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。このような「共
生社会」は、すべての住民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて
実現できるものです。
障害者基本法においては、基本的理念として、すべての障害のある人に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、
その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会・経済・文化そ
の他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、障害者に対して、
障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしてい
ます。
「障害者週間」は、障害者基本法により「国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるととも
に、障害者が社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める」ことを目的として
設定されました。
「障害者週間」の期間は、毎年 12月 3日から 9日までの 1週間です。
12月 3日は昭和 57年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念し

て平成 4年の第 47回国連総会において、12月 3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。
12月 9日は、昭和 56年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日であり、これを記念して「障害

者の日」となりました。（現在は障害者週間となりました。）
町民の皆さまもこれを機会として障害者への理解を深め、だれもが相互に人格と個性を尊重し支えあう「共
生社会」について考えてみてください。

障害者週間

障害について
障害についての理解を進めるといっても、障害にはさまざまな種類があり、その状態も多様です。
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きょうも あしたも さわやかに

■問い合わせ
障害福祉課（総合保健福祉会館内）☎ 888ー2943

◎お願い　公的機関や店舗などに車いすのマークが描かれ
ている駐車スペースは、歩行に困難のある障害
者や高齢者なのために設置されているもので
す。それ以外の人は車を止めないでください。

●知的障害者
知的障害とは、生活や学習面であらわれる知的な働きや発達の遅れが発達期（おおむね 18歳まで）にあ

らわれ、日常生活に支障があるため、何らかの援助を必要とする人のことをいいます。町に在住の人には県
から「療育手帳」が交付されます。
●精神障害者
統合失調症・うつ病等の気分障害・アルコールや薬物依存・その他の精神疾患がある人のことをいいます。

継続的に日常生活または社会生活に制限がある場合には、申請により県から「精神障害者保健福祉手帳」が
交付されます。
●発達障害者
自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動障害等の通常低年齢で発現

する脳機能の障害をもつ人のことをいいます。
●高次脳機能障害者
病気や事故などにより、脳が部分的に損傷を受けたことにより、記憶・注意・遂行機能・感情の障害、判断

力の低下により、日常生活・社会生活に制限がある人をいいます。

障害のある人もない人も、同じ地域で生きていくためには、普段の何気ない行動が大変重要になります。

共生社会をめざして

○視覚に障害のある人は、歩道や視覚障害者用誘導用ブロックの上に自動車の駐車、自転車・荷物を置くと
歩行できなくなりますので、自転車などを止めたり荷物を置かないことが大切です

○聴覚に障害のある人は、意思の疎通が図れないなどの悩みがあります。時間がかかりますが筆談が手軽な
手段です

○歩道や通路に物が置いてあると車いすでは通行できません。物などを置かないことが大切です。また、お
店で商品が高いところにあり手が届かない、段差があり車いすが通行できないというような困ったところ
見かけたら声をかけてみてください

○内部障害は外見からは分からないため、理解されにくい障害です。医療機関に定期的に通院する人には理
解と時間への配慮が必要です。人ごみや電車の中での携帯電話の使用はペースメーカーに影響があります。
タバコは喫煙場所で吸ってください。呼吸器に影響があります

○知的障害者にはゆっくり丁寧に簡単な言葉で話しかけてください。また、会話でのコミュニケーションが
とれない人にはジェスチャーや表情でコミュニケーションを図ってみてください

○精神障害者は適切な治療を継続して受けることにより、症状が安定しています

以上いくつかのことを述べさせていただきましたが、大事なことは障害者を特別な目で見ないで、障害者
の抱える問題に関心をもっていただきたいと思います。障害を理解しやさしさとゆっくりとした気持ちを持
って接していただきたいと願っております。
町では「障害者が住み慣れた地域や家庭で、生きがいある生活を営める町」を目指して、取り組んでまい
ります。



みんなでつくる まちのけいかん

都市計画課☎ 888ー1111（244・245）

町
で
は
、
昨
年
10
月
に
、
左
図

の
中
央
地
区
樹
林
地
（
森
）

を『
町
民
の
森
』に
指
定
し
ま
し
た
。

現
在
そ
の
活
用
に
向
け
て
、
園
路
、

花
壇
等
の
整
備
を
行
っ
て
お
り
、

今
後
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
新
し
い

憩
い
の
場
と
し
て
一
般
開
放
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

■
町
民
の
森
に
つ
い
て

『
町
民
の
森
』
は
、
町
景
観
条

例
第
7
条
に
よ
り
、
町
の
特
徴
的

景
観
で
も
あ
る
平
地
林
等
の
貴
重

な
市
街
地
の
み
ど
り
を
保
全
し
、

う
る
お
い
あ
る
市
街
地
形
成
を
創

出
す
る
た
め
、
地
権
者
の
ご
協
力

の
も
と
、
町
が
指
定
し
、
そ
の
保

全
を
図
っ
て
い
ま
す
。

『
町
民
の
森
』
は
、
訪
れ
る
人

が
気
軽
に
森
の
中
を
散
策
で
き
、

健
康
維
持
増
進
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る
よ

う
快
適
な
自
然
空
間
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

す
で
に
指
定
し
て
い
る
町
民
の

森
（
若
栗
）
で
は
、
里
親
の
皆
さ

ん
に
よ
り
花
壇
や
ベ
ン
チ
な
ど
が

設
置
さ
れ
、
憩
い
の
場
と
し
て
多

く
の
人
た
ち
に
ご
利
用
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

■
里
親
に
な
っ
て
み
ま
せ

ん
か
？

『
町
民
の
森
（
中
央
）』
で
は
、

里
親
と
し
て
活
動
し
て
い
た
だ
け

る
団
体
や
個
人
の
皆
さ
ん
を
募
集

し
て
お
り
ま
す
。
ご
協
力
い
た
だ

く
主
な
活
動
内
容
は
、
除
草
・
枝

打
ち
・
清
掃
等
で
す
。
無
理
な
く

ご
都
合
が
つ
く
範
囲
で
結
構
で
す
。

活
動
に
必
要
な
消
耗
品
等
に
つ
い

て
は
、『
み
ど
り
の
基
金
』
を
財
源

と
し
た
助
成
制
度
が
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
興
味
の
あ
る
人
は
事
務
局
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。中央地区緑地

町民の森

主
要
地
方
道
竜
ケ
崎
・
阿
見
線

国道125号バイパス町
道
0
1
0
4
号
線

東京医大
医療センター

阿見
小学校

阿見中学校

役場

白鷺団地

都
市
計
画
道
路
廻
戸・
若
栗
線

町民の森（中央地区）平成 22年 10 月撮影
面積：約 10,625 ㎡　生育植物種：クヌギ・スギ等

クヌギの森

スギの森
入口

拡大図

■
完
成
後
の
ご
利
用
に
あ

た
っ
て

町
民
の
森
に
は
、
駐
車
場
が
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
お
車
で
お
越
し
の

際
は
、
役
場
駐
車
場
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
森
は
住
宅
地
に
接
し
て

お
り
ま
す
。
周
辺
に
お
住
ま
い
の

人
の
ご
迷
惑
と
な
ら
な
い
よ
う
マ

ナ
ー
を
守
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

町
民
の
森
の
完
成
・
一
般
公
開

に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
広
報
あ
み

に
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

広報あみ 12 月号　12

町内 2 か所目となる町民の森（中央）の園路等の整備が進んでいます

『町民の森（中央）』が
誕生します

町民の森（若栗）町民の森（若栗）



良
好
な
景
観
づ
く
り
を
目
的

に
、
町
景
観
条
例
に
基
づ
い
て
指

定
さ
れ
る
道
路
の
こ
と
で
す
。
次

の
路
線
が
指
定
さ
れ
、
計
画
的
な

景
観
誘
導
を
行
っ
て
い
ま
す
（
上

記
路
線
お
よ
び
区
間
図
参
照
）。

❶
都
市
軸
道
路（
都
市
計
画
道
路
新

町・
中
郷
線
、
中
郷・
寺
子
線
、
荒

川
沖・寺
子
線
）お
よ
び
そ
の
沿
道

❷
国
道
1
2
5
号
バ
イ
パ
ス（
町

内
区
間
）
お
よ
び
そ
の
沿
道

ま
た
、
将
来
の
景
観
形
成
の
方

向
性
等
か
ら
区
間
を
分
け
、
そ
の

区
間
ご
と
に
沿
道
の
景
観
づ
く
り

を
進
め
て
い
ま
す
。

景
観
形
成
道
路
は
、
区
間
ご
と

に
景
観
形
成
に
関
す
る
方
針（
以
下

基
本
方
針
）と
、
沿
道
景
観
形
成
基

準（
以
下
基
準
）
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
景
観
形
成
道
路
に
指
定
さ
れ

た
一
定
の
範
囲
内
で
は
、
建
築
物
や

屋
外
広
告
物
な
ど
の
新
築
等
の
際

に
は
、
そ
れ
ら
の
基
本
方
針
・
基
準

に
沿
っ
た
計
画
づ
く
り
を
行
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

基
準
で
は
、
沿
道
の
敷
地
・
建

築
物
・
屋
外
広
告
物
な
ど
に
対
し
、

Tー3ー2

けいかんづくり

●景観形成道路指定路線および区間図

▽
壁
面
の
位
置
・
高
さ
・
意
匠
▽

敷
地
の
緑
化
▽
囲
障
（
垣
根
・
さ

く
等
）

ー
な
ど
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
定
め
て
い
ま
す
。

景
観
形
成
道
路
の
指
定
範
囲

内
で
行
わ
れ
る
建
築
物
・
工
作
物

の
新
築
・
増
築
・
改
築
・
移
転

ー

な
ど
の
行
為
は
、
事
前
に
そ
の
内

容
を
町
に
届
け
出
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

景
観
形
成
道
路
に
係
る
行
為
の

届
出
は
左
図
の
よ
う
に
行
い
ま
す
。

（
上
記
図
面
の
破
線
部
分
を
除
く
）

良
好
な
沿
道
の
景
観
づ
く
り

に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
人
に
対

し
、『
沿
道
景
観
整
備
補
助
金
』

お
よ
び
『
沿
道
緑
化
補
助
金
』
を

設
け
て
い
ま
す
。

●
沿
道
景
観
整
備
補
助
金

▼
届
出
の
対
象
や
延
べ
面
積
に
よ

り
助
成
金
を
交
付

●
沿
道
緑
化
補
助
金

▼
沿
道
景
観
に
潤
い
を
与
え
る
緑

化
に
対
し
て
、
高
・
中
・
低
木

ご
と
に
助
成
金
を
交
付

景
観
形
成
道
路
と
は

主
な
基
準
の
内
容

届
出
制
度

助
成
制
度

指
定
を
受
け
る
と
…

▼景観形成ガイドライン　http://www.town.ami.ibaraki.
jp/kakuka/toshiseibi-bu/toshikeikakuka/
keikankeisei.htm

計
画
づ
く
り

基
準
の
内
容
に
基
づ
き
、

計
画
づ
く
り
を
行
う

事
前
相
談

事
前
に
都
市
計
画
課
に
相

談
し
て
お
く
と
、
以
後
の

手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に
行

え
ま
す届　

　

出

行
為
に
着
手
し
よ
う
と
す

る
日
の
30
日
前
ま
で
に
必

要
な
書
類
を
都
市
計
画
課

に
提
出
す
る

審
査
・
チ
ェ
ッ
ク

都
市
計
画
課
・
町
景
観
審
議

会
な
ど
で
基
準
と
の
整
合

性
を
審
査
。
必
要
な
場
合

は
町
が
助
言
・
指
導
を
行
う

受　
　

理

基
準
の
内
容
に
沿
っ
た
計

画
と
し
て
、
行
為
の
届
出

を
受
理行

為
に
着
手

建
築
基
準
法
に
よ
る
確
認

申
請
な
ど
の
法
的
手
続
き

も
完
了
し
た
後
、
行
為
に

着
手
す
る

13　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

都市計画課☎ 888ー1111（244・245）



広報あみ 12 月号　14

あなたの「好きなこと」「得意なこと」
を社会に生かしてみませんか

きょうどうのまちづくり

町民活動推進課☎888ー1111（271・273）

「社会のために役に立ちたい」「社会貢献したい」
そんな気持ちはあるのだけれど、自分で何をしたら良いのかわからない。そんな風に考えている皆さんも意
外と多いのではないかと思います。そこで、今回はひとつの活動の始め方をご提案します。

■町民活動センター
●住　　所　　〒300 ー 0331　阿見町阿見2958　マイアミ・ショッピングセンター3 階
●電話・FAX　 888 ー 2051
●Ｅメール　　ami-vol@bz01.plala.or.jp

「お年寄りと話をするのが好き」とか、「スポーツが得意」・「パソコンが得意」とか皆さんそれぞれに何かしら
あるのではないでしょうか。
そんな皆さんの「好きなこと」や「得意なこと」に少しの工夫を加える（社会のニーズと掛け合わせる）ことで、

それが社会貢献にも繋ったりするのです。まずは、「社会貢献」という言葉に身構えず、自分の親しみのある「好
きなこと」や「得意なこと」を考えてみましょう。

「好きなこと」や「得意なこと」が確認できたらば、活動を始めるうえでの参考に、身近な町内の団体を調べ
てみましょう。一緒に活動したいと思うような団体があれば加入するのも良いですし、自分でこれから活動を
立ち上げる場合にも、きっと活動の参考になると思います。

※町内の活動団体についての情報が欲しい場合には、「町民活動センター」へご連絡ください。また、町民
活動センターでは、皆さんへ提供できる情報がより充実したものとなるよう、現在改善を進めています

これからの社会や地域を豊かにしていくためには、「協働」という考え方のもと、行政の取組みだけでなく、
町民の皆さんの手による社会や地域のための活動が重要となっていることは事実です。ただし、それをあまり
難しく考えすぎず、まずは皆さんのできる範囲から徐々に活動を広げていっていただければと思います。それ
に、「自分の好きなことをすることで、社会や地域が良くなっていく」って、何だかすてきな気がしませんか。

町民活動センターは、そんな皆さんの「好きなこと」や「得意なこと」と社会のニーズを掛け合わせるお手伝
いをいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

①自分の「好きなこと」や「得意なこと」ってどんなことだろう

②町内にどのような団体があるか調べてみよう



高齢者の皆さまへ高齢者の皆さまへ

15　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

こうつうあんぜん

町民活動推進課☎888ー1111（271・272）

薄暮時・夜間の交通事故防止
夕暮れ時は、特に注意が必要です

年末年始は、飲酒運転による
交通事故が増加傾向！

飲酒運転は悪質な故意犯です

厳 罰 飲酒運転
酒酔い運転

5年以下の懲役または
100 万円以下の罰金

酒気帯び運転
3年以下の懲役または
50万円以下の罰金

飲酒運転する
おそれのある人へ

車両の提供
（ちょっと車借りるよ…など）

5 年以下の懲役または
100 万円以下の罰金

酒類の提供
（少し飲んで行け…など）

3 年以下の懲役または
50万円以下の罰金

要求して
依頼して

飲酒運転の車両に同乗
（そこまで乗せて…など）

3 年以下の懲役または
50万円以下の罰金

高齢者（65歳以上）の交通事故が増加

運転する人
経験を生かし、ほかのドライバーの手本となる安全運転をお願いします。

歩行者・自転車の人
交通ルールを守り、道路にでたら、周囲に注意を払いましょう。
車はあなたに気づいていないかもしれません。

●運転する人は…
暗くなると ､ライトを点灯していない車は遠く
に感じられるため ､歩行者やほかの通行車両が距
離感を誤る場合があります。自車の接近を気付か
せるためにも ､早めのライトオンで交通事故を未
然に防止。特に暗い場所ではスピードを十分落と
し ､ハイビームに切り替えるなど ､道路の状況に
応じた運転をしましょう。

●歩行者・自転車の人は…
夕暮れ時や夜間に外出するときは ､視認性の高
い白っぽい服装や反射材を身につけるなど ､車の
運転者に自分の存在を”知らせる”工夫をしまし
ょう。道路を横断するときは無理に渡らず ､車が
止まるか途切れるまで待ち ､余裕を持って渡りま
しょう。近くに横断歩道があるときは ､少し遠回
りでもそちらを利用しましょう。



広報あみ 12 月号　16

みなさん、こんにちは。
町には、学校区児童館（阿見中学校プール隣）と二区児童館（二
区保育所隣）の 2 館があります。児童館は、乳幼児とその保
護者・小中高生が自由に利用できるところです。詳しい活動
内容については、各児童館にお問い合わせください。

（お問い合わせ）
▼学校区児童館☎ 887 － 4093 ▼二区児童館☎ 843 － 3282

各保育所・保育園についての問い合わせ：児童福祉課☎888 ー 1111（168）

乳幼児とその保護者を対象として、『育児サークル』を
行っています。育児サークルは、子育て支援センターと
も連携して活動を進めています。活動の内容は、絵本の
読み聞かせ・手あそび・リズムうんどう・作ってあそぼう・
親子の触れ合いあそびーなどです。
また、多くの人に児童館での活動を知ってもらえるよ
うに『うごく児童館』として町内の公民館や公園に出向き、
パネルシアター・バルーンアート・音楽会・運動会ーなど
の活動を年に数回行っています。民生委員児童委員や更
生保護女性の会の人たちにも活動をサポートしていただ
いています。

こそだてをおうえん

母親クラブは、どのようなことをしているグループですか

小学生を対象とした、一輪車・押し花・ダンス・バドミン
トンーなどのクラブ活動を行っています。毎年『まい・
あみ・まつり』のキッズ・パフォーマンスに参加しており、
今年は学校区児童館が一輪車クラブで、二区児童館はダ
ンスクラブが出場しました。
季節ごとの行事としては、レッツパーティーやおもち
つき会、また地域の人たちと触れ合う地域交流会として、
囲碁・将棋・竹馬・お手玉・あやとりーなどの伝承遊びを計
画しています。
参加者については、そのつど募集をしていますので、
お友達を誘って遊びに来てください。

母親クラブは、阿見町に在住している母親が中心にな
って活動しているグループです。
どんぐりクラブ（学校区児童館）とさくらんぼクラブ（二
区児童館）の 2クラブがあります。
活動を通して、子育てや健全育成について学び合いな
がら、地域の活動などにも積極的に参加しています。
○どんぐりクラブ（ミュージックベル・バドミントン・
テニス・コーラス・手芸・季節のイベントーなど）
○さくらんぼクラブ（人形劇・エプロンシアター・フラ
ワーアレンジメント・オーナメント作り・親子のふれ
あい遊び・季節のイベントーなど）

小学生対象のお楽しみ会などありますか

児童館でやっていることを教えてください



問 い 合 わ せ： ▼ 町 消 費 生 活 セ ン タ ー ☎ 888 ー 1871（ フ ァ ク シ ミ リ 兼 用 ／
月 〜 金 曜 日 の 午 前 9 時 〜 午 後 4 時 ）▼ 商 工 観 光 課 ☎ 888 ー 1111（172）

しょうひせいかつせんたー

クレジットカード
クレジットカードは、店舗やインターネットで買い物をする際、代金の支払いに利用され、私たちの生活
の中に広く浸透しています。便利に使えるクレジットカードですが、その一方で、カードに関するトラブル
も多くあります。
クレジットカードの基本的な仕組みとトラブルの事例を紹介し、カード利用における注意事項をアドバイ
スします。

消費者コーナー消費者コーナー
『町消費生活センターだより』
22年度・第3回

17　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

クレジットカードは、消費者がカード会社に発行を
申し込むと、カード会社は消費者の信用調査をしてか
らカードを発行します。
（左図参照）
❶消費者は販売店で買い物、カードを提示する
❷消費者は商品を受け取る
❸カード会社が販売店に代金を立て替えて支払う
❹販売店はカード会社に手数料を支払う
❺カード会社は消費者に代金を請求する
❻消費者はカード会社に代金を支払う

●事例
A子さんは友人から「バッグを買いたいが、クレジットカードを忘れた。引き落とし前に入金しておくから
貸して欲しい」と言われてクレジットカードを貸した。友人から入金はないがクレジット会社からの請求にA
子さんは支払わなければならないか。
▼回答
A子さんは友人がクレジットカードを利用することを知っていてカード
を貸していますので、A子さんは支払義務を負います。友人には別途請求
することになります。
会員規約では、カードはクレジット会社から貸与されたもので、他人に
貸したり、質入れすることはできないとなっています。
▼アドバイス
▽カードの貸し借りはしないこと
▽利用控え（売上票）は保管しておき、利用明細書が届いたときに請求内
容を確認すること
▽紛失や盗難にあったら、すぐにカード会社と警察に連絡すること
▽カードは計画的に利用しましょう

CRESIT CARD

CRES
IT CA
RD

➡

➡

➡カード会社

クレジットカードの仕組み

消費者 販売店
➡

➡
➡

●

●

●

❷商品

●❸立て替え

❶カードを提示

●❹手数料

●❺請求

❻支払い
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■まい・あみ・まつり2010　収支決算内訳
●対象期間　平成 21年 11 月 1日〜平成 22 年 10 月 31 日（単位：円）

▼収入ー支出＝1,132,693円は、運営資金として来期へ繰り越します

御お

礼
の
挨あ
い
さ
つ拶

ま
い
・
あ
み
・
ま
つ
り
2
0
1
0

実
行
委
員
長　

安
掛　

武
一

21
回
目
を
迎
え
た
今
年
の
『
ま

い
・
あ
み
・
ま
つ
り
』
は
、『
は
ば
た

け
未
来
へ
、
み
ん
な
の
お
も

い
！
！
』を
テ
ー
マ
に
、8
月
7
日
・

8
日
に
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
の
ま
つ
り
は
、
こ
こ
数
年

続
い
て
い
る
不
況
の
影
響
か
、
運

営
資
金
面
に
不
安
を
抱
え
て
の
ス

タ
ー
ト
で
し
た
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

冊
子
の
作
成
を
行
い『
ま
い・あ
み・

ま
つ
り
』
を
広
く
町
民
の
皆
さ
ま

に
P
R
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
結

果
、
多
数
の
団
体
・
企
業
・
個
人
の

皆
さ
ま
か
ら
多
大
な
る
ご
協
賛
や

ご
寄
付
、
ま
た
多
く
の
励
ま
し
の

お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

現
在
、
暑
い
夏
の
風
物
詩
と

し
て
地
域
に
定
着
し
た
『
ま
い
・

あ
み
・
ま
つ
り
』
を
、
例
年
以
上

に
盛
り
上
げ
よ
う
と
、
4
月
か

ら
実
行
委
員
一
同
が
企
画
・
運
営

に
頑
張
っ
て
き
ま
し
た
。
当
日

は
、
の
べ
6
万
人
の
多
く
の
来

場
者
と
晴
天
に
も
恵
ま
れ
、
大

き
な
事
故
も
な
く
盛
大
に
開
催

で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
か
か

わ
っ
た
す
べ
て
の
人
の
お
か
げ

まい・あみ・まつり　けっさん

■『まい・あみ・まつり2011』実行委員募集
『まい・あみ・まつり 2011』の実行委員会を間もなく立ち上げ
ます。楽しいまつりにするためのアイデアなど、皆さんのご意
見をぜひお寄せください。合わせて、まい・あみ・まつりを支え
てくれる『お祭りが大好きな仲間』も募集しています。ご希望の
人は、1月末までに下記へご連絡ください。
●問い合わせ　〒 300 ー 0392　阿見町中央 1 ー 1 ー 1 役場内
『まい・あみ・まつり事務局』☎888 ー 1111（173）

まいあみ基金の状況
前期末残高 1,500,000 円
今期取崩額 0円
今期末残高 1,500,000 円

と
深
く
感
謝
し
、
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
来
年
以
降
も
さ
ら
な

る
発
展
の
た
め
、
町
民
の
皆
さ

ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
皆
さ
ま
の
「
ふ
る
さ
と

の
発
展
を
思
う
情
熱
」
と
「
大
き
く

は
ば
た
く
未
来
へ
の
お
も
い
」
で
、

来
年
の
『
ま
い
・
あ
み
・
ま
つ
り
』
が

盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
す
こ
と
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
、
お
礼
の
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。



大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
旧

海
軍
航
空
隊
・
予
科
練
と
町
の
か

か
わ
り
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
か
ら
幅
広
く
記
述
さ
れ

た
『
阿
見
と
予
科
練
』
や
『
続
・
阿

見
と
予
科
練
』
な
ど
の
書
籍
も
お

買
い
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

今
回
ご
紹
介
し
た
、
予
科
練
平

和
記
念
館
の
売
店
は
、
無
料
で
入

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

ル
ペ
ン
や
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
な
ど

の
、
予
科
練
平
和
記
念
館
限
定
の

グ
ッ
ズ
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
グ
ッ
ズ
の
ほ

か
に
、「
予
科
練
の
街
ク
ッ
キ
ー
」

や
草
人
形
（
写
真
）、
ヤ
ー
コ
ン

茶
な
ど
の
町
の
特
産
品
や
、
予
科

練
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
籍
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
予
科
練
も
の
が
た
り

予
科
練
資
料
収
集
委
員
が
中
心

と
な
っ
て
取
り
ま
と
め
た
も
の

で
、
予
科
練
平
和
記
念
館
の
展
示

内
容
に
沿
っ
て
、
予
科
練
や
町
の

戦
争
の
歴
史
に
つ
い
て
、
小
学
生

で
も
理
解
で
き
る
よ
う
わ
か
り
や

す
く
書
か
れ
て
お
り
、
中
学
生
や

大
人
に
も
読
み
や
す
い
内
容
と
な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
正
か
ら
昭
和
の
初

期
に
わ
た
っ
て
、
町
の
歴
史
に

す
っ
か
り
寒
さ
が
身
に
し
み
る

今
日
こ
の
ご
ろ
、
皆
さ
ん
は
い
か

が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？

さ
て
、
今
年
2
月
に
開
館
し
た

『
予
科
練
平
和
記
念
館
』
は
、
8

月
に
来
館
者
が
5
万
人
を
超
え
、

現
在
も
バ
ス
で
訪
れ
る
団
体
の
お

客
さ
ま
な
ど
、
数
多
く
の
人
に
来

館
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
予
科
練
平

和
記
念
館
』
の
中
に
売
店
が
あ
る

の
を
ご
存
じ
で
す
か
？

そ
こ
で
、
今
月
号
で
は
、
予
科

練
平
和
記
念
館
の
売
店
で
販
売
し

て
い
る
商
品
等
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

■
予
科
練
の
ま
ち
手
拭ぬ

ぐ

い

か
つ
て
、操
縦
訓
練
に
使
わ
れ
、

町
の
空
を
舞
っ
て
い
た
九
三
式
中

間
練
習
機
は
、「
赤
と
ん
ぼ
」
の

愛
称
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

と
ん
ぼ
は
、
前
へ
と
飛
ん
で
決

し
て
後
ろ
に
下
が
ら
な
い
、
勇
猛

果
敢
で
勝
負
強
い
虫
と
し
て
「
勝

虫
」
と
言
わ
れ
、
勝
利
を
呼
ぶ
縁

起
の
い
い
虫
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
手
拭
い
は
、
こ
の
と
ん
ぼ

（
勝
虫
）
を
柄
に
用
い
た
木
綿
染

め
抜
き
手
拭
い
で
す
。

■
お
守
り

お
守
り
に
描
か
れ
て
い
る
虎

は
、「
千
里
を
行
っ
て
千
里
を
還

る
」
と
言
わ
れ
、
無
事
に
自
分
の

も
と
に
帰
っ
て
き
て
欲
し
い
と
の

願
い
を
込
め
て
縫
わ
れ
た
、
当
時

の
千
人
針
を
模
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
予
科
練
生
の
当
時

の
日
常
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
ク
リ

ヤ
ー
ホ
ル
ダ
ー
や
、
予
科
練
平
和

記
念
館
の
ネ
ー
ム
が
入
っ
た
ボ
ー

あみまちきこう

問い合わせ　商工観光課観光物産係　☎888ー1111（172）19

『
あ
み
ま
ち
紀
行
』
は
、
今
回

を
も
ち
ま
し
て
連
載
を
休
止

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
ご
愛
読
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



ちょうちょうへのてがみ

装
整
備
は
、
通
過
車
両
が
増
加
す

る
、
狭
い
道
路
で
の
ス
ピ
ー
ド
超

過
お
よ
び
緊
急
車
両
が
通
過
で
き

な
い
等
、
安
全
面
や
安
心
の
確
保

が
難
し
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
実

施
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

町
道
舗
装
整
備
要
望
の
大
ま
か

な
流
れ
は
、
地
域
で
幅
員
が
4
ｍ

以
上
に
な
る
よ
う
道
路
拡
幅
に
必

要
な
道
路
隣
接
・
関
係
地
権
者
全

員
の
用
地
協
力
の
同
意
を
取
っ
て

い
た
だ
き
、
町
建
設
課
へ
区
長
か

ら
要
望
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
簡
易
的
な
舗
装
を
行
う
場

合
で
す
が
、
通
学
路
の
整
備
を
目

的
と
し
た
舗
装
幅
員
1
・
5
ｍ
の

舗
装
を
行
う
場
合
に
限
定
し
て
お

り
ま
す
。
1
・
5
ｍ
の
通
学
路
舗

装
の
場
合
で
も
道
路
沿
線
の
関
係

地
権
者
よ
り
1
・
5
ｍ
通
学
路
整

備
で
の
同
意
が
必
要
に
な
り
ま

す
。砂

利
道
等
の
陥
没
ま
た
は
え
ぐ

れ
に
よ
る
水
た
ま
り
に
つ
い
て

は
、
区
長
に
相
談
い
た
だ
け
れ
ば

砕
石
の
補
充
や
敷
き
な
ら
し
を
早

急
に
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。（
建
設
課
扱
い
）

【
意
見
等
】

現
在
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
拠
点

は
、
大
別
し
ま
す
と
①
社
会
福
祉

協
議
会
（
朗
読
、
傾
聴
等
多
数
）

②
町
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
N
P
O

関
連
・
パ
ソ
コ
ン
教
室
等
）
③
図

書
館
（
読
み
聞
か
せ
他
）
④
そ
の

他
（
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
・
交
通
安

全
等
）
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
い
か
し

独
自
に
活
動
を
展
開
し
て
い
ま

す
。一

方
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は

し
た
い
が
、
活
動
内
容
や
連
絡
先

が
不
明
で
参
加
し
に
く
い
と
の
声

も
聞
か
れ
ま
す
。

そ
こ
で
以
下
提
案
い
た
し
ま

す
。①

現
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の

数
・
活
動
実
態
の
把
握
、
入
門
講

座
の
開
催
（
メ
ニ
ュ
ー
提
供
、
活

動
内
容
の
紹
介
）、
受
付
窓
口
・

案
内
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
お
よ

び
一
本
化
を
す
る
。

②
運
営
委
員
会
を
設
置
す
る
。

（
町
民
活
動
の
活
発
化
に
向
け
た

取
組
み
の
検
討
・
仕
組
み
づ
く
り

等
）③

町
民
に
対
し
、
広
報
紙
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
奨
励
を
図

る
。町

長
が
め
ざ
し
て
い
る
【
笑
顔

の
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
】
の
た

め
に
は
、「
お
互
い
さ
ま
の
精
神
」

を
呼
び
起
し
、
環
境
保
全
や
防
犯

分
野
を
含
め
幅
広
く
誰
で
も
気
軽

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す

る
・
で
き
る
機
運
を
い
ま
こ
そ
醸

成
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
、
併
せ

て
地
域
力
の
再
生
の
一
翼
に
な
れ

ば
と
考
え
ま
す
。

【
回
答
】

社
会
情
勢
の
変
化
や
急
速
な
都

市
化
の
進
展
、
核
家
族
化
の
進
行

な
ど
、
地
域
社
会
に
お
け
る
交
流

機
会
の
減
少
や
地
域
住
民
相
互
の

連
帯
感
が
希
薄
化
す
る
一
方
、
団

塊
世
代
が
退
職
を
迎
え
、
地
域
に

対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
お

り
、
各
分
野
に
お
い
て
団
塊
世
代

が
持
つ
技
術
や
経
験
、
マ
ン
パ
ワ

ー
の
活
用
な
ど
、
積
極
的
に
取
り

組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
今
後
は
、
町
・
地
域
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
な
ど
が
協
働
し
な
が

ら
、
人
材
の
有
効
活
用
お
よ
び
効

率
性
・
実
効
性
を
高
め
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

①
に
つ
い
て

現
在
、
町
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
の
数
・
活
動
実
態
の
把
握
を

図
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
入
門

講
座
は
有
意
義
と
思
わ
れ
ま
す
の

で
、
講
座
の
開
催
を
検
討
し
、
受

付
窓
口
、
案
内
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
お
よ
び
一
本
化
に
つ
い
て

は
、
情
報
の
一
元
化
を
図
り
、
団

町
で
は
、『
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
』
を
よ
り
多
く
の
町
民
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
進
め
て
い
く
た
め

に
、
町
政
に
対
し
て
、
日
ご
ろ
思
っ
て
い
る
ご
意
見
や
ご
提
案
を
手
紙
や
E
メ
ー
ル
に
よ
り
受
け
付
け

て
い
ま
す
。4
月
か
ら
9
月
に
い
た
だ
い
た
90
件
の
ご
意
見
等
か
ら
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。内
容
に
つ
い
て
は
、

要
旨
の
み
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

『
町
長
へ
の
手
紙
』
に
寄
せ
ら
れ
た

ご
意
見
・
ご
提
案
と
回
答
を
ご
紹
介
し
ま
す

問
い
合
わ
せ　

秘
書
課
広
聴
係

☎
8
8
8
ー
1
1
1
1（
2
8
1
）

体
間
の
結
び
つ
き
強
化
や
町
へ
の

協
働
事
業
提
案
を
す
す
め
ら
れ
る

よ
う
な
体
制
を
と
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

②
に
つ
い
て

町
民
活
動
の
活
発
化
に
は
、
指

針
づ
く
り
が
必
要
と
考
え
ま
す
の

で
運
営
委
員
会
設
置
を
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

③
に
つ
い
て

誰
も
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
よ

う
、
町
広
報
紙
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
自
主
的
な
社
会
貢
献
活

動
の
支
援
に
つ
い
て
周
知
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
提
案
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
町
民
活
動
推
進
課
扱
い
）

【
意
見
等
】

生
活
道
路
簡
易
舗
装
の
お
願

い
。
幅
3
ｍ
、
長
さ
2
0
0
ｍ
程

の
未
舗
装
道
路
で
す
。
晴
天
が
続

く
と
ほ
こ
り
が
立
ち
、
雨
天
時
に

は
深
さ
2
0
㎝
程
の
水
た
ま
り
が

至
る
と
こ
ろ
に
で
き
て
何
と
も
通

行
し
に
く
い
。
舗
装
の
条
件
は
幅

4
ｍ
以
上
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

駅
に
も
近
く
、
毎
日
大
勢
の
人
た

ち
が
こ
の
道
路
を
利
用
し
て
い
る

の
で
、
現
状
に
即
し
た
生
き
た
行

政
を
実
行
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

【
回
答
】

現
在
、
町
で
は
4
ｍ
未
満
の
舗

広報あみ 12 月号　20



ちょうちょうへのてがみ

お
ふりがな
名前

電話番号

阿見町 性　別 男 ・ 女
年　齢 歳

必要 ・ 不要

ご住所

ご職業

回答が必要ですか

の　り　し　ろ

の　り　し　ろ

の　

り　

し　

ろ

の　

り　

し　

ろ

※この欄には何も記載しないでください

「町長への手紙」　皆さんのご意見をお寄せください
町では、『住みよいまちづくり』をより多くの町民の皆さんと一緒になって進めていくために、町政に対し

て「私はこういう考えをもっている」「こうしてほしい」など、日ごろ思っているご意見やご提案をいただき
たいと考えています。寄せられたご意見やご提案は、すべて町長が拝見し、必要に応じて回答を差し上げると
ともに、今後の町政運営の参考とさせていただきます。
手紙は、電子メールやファクシミリでも受付しています。ご意見などをお寄せいただく際は、住所・氏名・

電話番号ーなどをご記入の上、送付くださるようお願いします。
なお、お寄せいただいたご意見などは、プライバシーに配慮し、内容の要旨のみを広報紙・ホームページな

どで公表させていただく場合があります。
　　　　　阿見町長



〈 折 れ 線 〉

〜町長への手紙を送るには〜
●郵　　　送	 この用紙は、切手不要の便せんとなっています。用紙を切り取りあて先が表になるように折

りたたんで「のりしろ」の部分にのりづけして郵送してください
●投 か ん 箱 	 役場正面玄関ロビー、うずら出張所、福祉センターまほろば、図書館、中央・君原・かすみ

の各公民館、本郷・舟島の各ふれあいセンター、総合保健福祉会館ーの各施設に、用紙と
投かん箱が備え付けてあります。用紙に必要事項記入の上、投かん箱に投かんしてください

●ファクシミリ	 用紙に必要事項記入の上、ファクシミリで下記に送付してください
●電子メール	 町ホームページのトップページ下段『町長への手紙』を参照し、送信してください
●問い合わせ	 秘書課広聴係☎888ー1111（281）ＦＡＸ 887ー9560
	 ▼ホームページ：http://www.town.ami.ibaraki.jp/▼ E メール：tegami@town.ami.lg.jp



住宅用火災警報器

23　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

じゅうたくようかさいけいほうき

問い合わせ　消防本部☎887ー0119

消
防
法
が
改
正
さ
れ
、
す
べ

て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
▼
新
築
住
宅
：
平
成
18

年
6
月
1
日
か
ら
▼
町
内
の
既
存

住
宅
：
平
成
23
年
6
月
1
日
か
ら

■
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

購
入
先

防
災
業
者
や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
、
家
電
販
売
店
な
ど
で
取
り
扱

っ
て
い
ま
す
。
購
入
の
目
安
と
し

て
『
日
本
消
防
検
定
協
会
』
の
鑑

定
に
合
格
し
認
可
を
受
け
た
『
Ｎ

Ｓ
マ
ー
ク
』
が
つ
い
て
い
る
機
器

を
選
び
ま
し
ょ
う
。

■
悪
質
な
訪
問
販
売
等
に
十

分
注
意
し
て
く
だ
さ
い

「
消
防
署
の
方
か
ら
来
ま
し
た
」

「
消
防
署
か
ら
委
託
さ
れ
て
町
内

を
回
っ
て
い
ま
す
」
な
ど
と
言
っ

て
、
消
防
署
な
ど
の
公
的
機
関
の

職
員
を
装
っ
て
訪
問
し
ま
す
。
公

的
機
関
の
職
員
が
一
般
家
庭
を
訪

問
し
、
販
売
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
業
者
の
服
装
や
言
葉
な
ど

に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。「
今
す
ぐ
設
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」「
す
べ
て
の
部
屋

に
取
り
付
け
る
必
要
が
あ
る
」「
今

な
ら
格
安
」
な
ど
と
偽
っ
て
、
契

約
を
急
が
せ
ま
す
。

■
奏
功
し
た
事
例
を
紹
介

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す

る
こ
と
に
よ
り
命
を
救
わ
れ
た

例
、
大
事
に
至
ら
な
か
っ
た
例
な

ど
全
国
か
ら
多
く
の
奏
功
事
例
が

消
防
庁
へ
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
取
り
付
け
場
所
は
？

▼
寝
室
：
就
寝
に
使
用
す
る
居
室

の
天
井
ま
た
は
壁
面

▼
階
段
：
寝
室
の
あ
る
階
へ
上
が

る
階
段
の
天
井
ま
た
は
壁
面

平
屋
建
住
宅
の
設
置
例

2
階
建
住
宅
の
設
置
例

▼
設
置
場
所
：
寝
室

子
ど
も
部
屋
で
就
寝
し
な
け
れ

ば
設
置
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

寝室

階段室

居室

リビング

子ども部屋
※就寝不使用

居間

▼
設
置
場
所
：
寝
室
・
子
ど
も
部
屋

通
常
の
就
寝
に
使
用
す
る
場
合

は
子
ど
も
部
屋
に
も
設
置
し
ま
す
。

2
階
で
就
寝
し
ま
せ
ん
の
で
、
階

段
に
設
置
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

寝室

階段室

居室

リビング

子ども部屋
※就寝使用

▼
設
置
場
所
：
寝
室
・
子
ど
も
部

屋
・
階
段
室

通
常
の
就
寝
に
使
用
す
る
場
合

は
子
ど
も
部
屋
に
も
設
置
し
ま
す
。

2
階
で
就
寝
し
ま
す
の
で
、
階
段

に
も
設
置
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

寝室

階段室

居室

リビング

子ども部屋
※就寝使用

▼
設
置
場
所
：
寝
室
・
子
ど
も
部
屋

通
常
の
就
寝
に
使
用
す
る
場
合

は
子
ど
も
部
屋
に
も
設
置
し
ま
す
。

寝室

階段室

居室

リビング

子ども部屋
※就寝使用

居間

町消防本部からのお知らせ

住宅用火災警報器を
設置しましょう

既存住宅は平成 23 年 5 月31日までに設置が必要です

居
住
者
（
60
代
）
が
1
階
居
室
で

喫
煙
後
、
そ
の
妻
が
灰
皿
の
吸
い
殻

を
く
ず
入
れ
（
紙
袋
）
に
捨
て
た
た

め
、
紙
く
ず
に
着
火
し
、
2
階
ろ
う

下
に
設
置
し
て
い
た
住
宅
用
火
災
警

報
器
が
鳴
動
し
た
。
異
常
に
気
づ
き

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
火
災
を
発
見
し

た
。
近
隣
の
知
人
に
1
1
9
番
通
報

を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
初
期
消
火

を
行
い
、
1
1
9
番
通
報
し
た
。

居
住
者
（
60
代
）
が
2
階
の
寝

室
の
石
油
ス
ト
ー
ブ
を
つ
け
た
ま

ま
１
階
の
食
堂
で
テ
レ
ビ
を
見
て

い
た
と
こ
ろ
、
階
段
に
設
置
し
て

い
た
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
鳴
動

し
た
。
2
階
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

寝
室
の
石
油
ス
ト
ー
ブ
の
上
に
落

下
し
た
洗
濯
物
が
燃
え
て
い
る
の

を
発
見
し
た
。
す
ぐ
に
1
1
9
番

通
報
し
、
隣
に
助
け
を
求
め
た
。

居
住
者
が
就
寝
時
に
、
電
気
ス

ト
ー
ブ
を
消
し
忘
れ
た
た
め
、
電

気
ス
ト
ー
ブ
の
近
く
に
置
い
て
あ

っ
た
毛
布
に
着
火
し
た
。
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
鳴
動
に
気
づ
き
初

期
消
火
し
、
1
1
9
番
通
報
し
た
。



からも入手可）で下記に申し込む
▼ E メール：mansei99 ＠ jcom.
home.ne.jp▼ＦＡＸ 888ー1055（午
前 9時～午後 9時。時間厳守）　
※必要事項に不備がある場合受
付不可
▶その他 ▼希望者のみドロー表送
付（Eメールまたは郵送。1組1通）
▼キャンセルは 1月 28 日（金）ま
で▼複数組申込の場合上からラン
ク順に記入▼エントリー確認は下
記ホームページで照会可
▶問い合わせ	 町体育協会テニス部
代表　倉持☎ 841ー6878▼大会
用 ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.
geocities.jp/amitennis2005/

■各種大会の結果（敬称略）
●町民ナイター野球大会

● AMI Jr.CUP U10 大会 8 人制

● AMI Jr.CUP U8 大会 6 人制

■問い合わせ
生涯学習課内町体育協会事務局☎
888ー1111（340）

広報あみ 12 月号　24

おしらせ・たいきょうだより

県南生涯学習センターから

■『日曜観劇会』開催
劇団宙の会による創作劇『信太の
小笛』（三幕）を公演します。古くか
ら美浦村信太の庄に伝わる、愛と希
望の物語です。
ぜひご家族でご覧ください。
▶期日	 12 月 12日（日）
▶時間	 午後 2 時開演（開場 1 時
30分）
▶場所	 県南生涯学習センター多目
的ホール（土浦市大和町／ウララ
ビル 5階）
▶募集人数	 300 人（定員で締切。

空席がある場合は当日受付あり）
▶参加料	 無料
▶申込方法	 電話で下記に申し込む
▶問い合わせ	 県南生涯学習センタ
ー☎ 826ー1722

■新・農業人フェア in いば
らき（就農相談会）
「県内で農業を始めたいけれど、
どうしたらよいか」などとお悩みの
皆さまが、気軽に相談できる無料の
相談会を行います。
▶期日	 12 月 11日（土）

▶時間	 午前 11時～午後 4時
▶場所	 ホテルグランド東雲（つく
ば市小野崎）
▶対象	 ▼農業を始めることを前提
として農業の知識や技術の習得、
農業体験などをしたい人▼農業法
人に就職したい人▼県北地域の農
村で、さとやま生活を始めたい人
ーなど

▶参加料	 無料
▶その他	 申込不要。当日、時間内
にお越しください
▶問い合わせ	 県農政企画課技術普
及室☎ 029ー301ー3844

体協だより

〈広告欄〉

期 日 7月 20日（火）～ 22日（木）
場 所 総合運動公園町民球場

成 績 ▽優勝：吉野ペッツ▽準優
勝：プレッシャーズ

期 日 7月 31日（土）、8月 1日（日）
場 所 総合運動公園陸上競技場

成 績

▼ A ブロック
▽ 5 位：舟島フレンドシッ
パーズ
▼ B ブロック
▽ 7 位：阿見 FC
▼ D ブロック
▽ 4 位：阿見 FC

期 日 8月 21日（土）、22日（日）
場 所 総合運動公園フットサル場

成 績

▼ B ブロック
▽ 3 位：阿見 FC・A▽ 5 位：
阿見 FC・B
▼ D ブロック
▽ 4 位：阿見 FC

■ミックステニス大会（ダ
ブルス）

▶期日	 平成 23 年 2月 20 日（日）　
※予備日：27日（日）
▶場所	 総合運動公園・県立医療大
学テニスコート
▶募集人数 48 組（定員で締切）
▶参加料 1 組3,000 円（当日徴収）
▶申込方法 平成23年1月1日（土）
～ 28 日（金）まで（14 日（金）まで
は町内在住・在勤・在学者のみ。ペ
アの一人が条件を満たしていれば
可。申込後に上記資格を満たさな
くなる変更があった場合受付順を
最後にする。一般は15日（土）から）
に、Eメール（氏名・資格・所属ク
ラブ・郵便番号・住所・電話番号・主
な戦績・ドロー発送方法を明記）・
ファクシミリ（申込用紙は役場 3
階生涯学習課・総合運動公園管理
棟に備え付け。下記ホームページ
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おしらせ

■離乳食もぐもぐ教室
▶期日	 平成 23年 1月 25日（火）
▶時間	 午前 9 時 30 分～正午（受
付：9時～ 9時 20 分）
▶場所	 総合保健福祉会館『さわや
かセンター』
▶対象	 8 ～ 15 か月児になる子と
その保護者　※対象月齢以外の人
はお問い合わせください。以前に
標記教室に参加した人は受講不可
▶内容	 9 ～ 18か月ごろの離乳食
について講義・実習・試食
▶募集人数	 20 人（定員で締切）
▶持参品 母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角きん・ふきん・スリ
ッパ・バスタオル・お気に入りのお
もちゃ・飲み物（親子ともに）・ご
っくん教室参加者は配布したテキ
スト・おんぶひも
▶申込期間 平成 23年1月4日（火）
～14 日（金）の間に電話または直
接下記に申し込む
▶問い合わせ	 健康づくり課（総合
保健福祉会館内）☎ 888ー2940

製造事業所の皆さまへ

■統計調査にご協力ください
平成 22 年工業統計調査を 12 月
31 日現在で行います。調査の実施
にあたっては、本年 12月から来年

〈広告欄〉

1 月にかけて調査員がお伺いしま
す。なお、調査票に記入していただ
いた内容については、統計法に基づ
き秘密が厳守されますので、正確な
ご記入をお願いします。
▶問い合わせ	 総 務 課 統 計 係 ☎
888ー1111（216・219）

■（社）阿見町シルバー人材
センターから

●入会説明会開催　当センターの趣
旨に賛同し、健康で働く意欲のあ
る町内在住の 60歳以上の人が対
象（入会承認制）
▶日時	 12 月 21 日（火）（毎月第 3
火曜日開催）午前 10時から
▶場所	 （社）阿見町シルバー人材セ
ンター（総合保健福祉会館『さわ
やかセンター』別館）

●『マイホームのミニ営繕』引き受け
ます　マイホームの床・壁の補修、
軽易な大工仕事、ふすま・障子・網
戸張り替え、清掃・雑役、庭木せん
定、草刈り・草取りなどを行います。

●問い合わせ （社）阿見町シルバー
人材センター☎ 888ー2036

■ひばりくん防犯メール
『ひばりくん防犯メール』は、県
警察本部が各種防犯情報等を希望者
のパソコン・携帯電話にメールで配
信するサービスです。ぜひご登録く
ださい。
▶申込方法	 ❶下記ホームページ記
載のアドレスへ空メールを送信❷
受信メール本文内の登録専用ペー
ジアドレスをクリック❸登録画面
に必要事項を入力して登録
▶問い合わせ	 県警察本部安全総務
課安全・安心まちづくり推進室☎

029ー301 ー0110（3052） ▼ ホ
ームページ：http://www.pref.
i b a r a k i . j p / k e n k e i / 0 1 _
anzen/02_bouhan/mail.html

■狩猟のマナーを守りまし
ょう
11 月 15 日（月）～平成 23年 2月

15 日（火）は狩猟期間です。毎年、
ハンターのマナー違反について苦情
が多く寄せられております。以下に
あげた行為は『鳥獣の保護および狩
猟の適正化に関する法律』により違
反となりますので、見かけた場合は
110番通報をしてください。
▼猟銃を公道上で、包みをとった状
態で持ち歩く行為。また、道路上
で発砲する行為（公道横の法面で
も違反です）
▼日の出前、日の入り後の狩猟行為
▼住宅・学校・寺・神社・墓地での発砲
▼住宅・学校など建物から 300m以
内の場所での発砲
▼農林作業所や道路に向けての発砲
▶問い合わせ	 牛久警察署☎ 871ー
0110 ▼阿見地区交番☎ 888ー
0110

■男女共同参画に関する苦
情・意見の受付
県では、条例の規定に基づき、男
女共同参画に関する苦情や意見を受
け付けています。相談員がご相談を
お受けしますので、お気軽にご連絡
ください。
▶時間	 午前 9 時～午後 5 時　※
土・日・祝日を除く
▶専用電話	 029ー233ー7837
▶問い合わせ	 県女性青少年課☎
029ー301ー2178

お知らせ

	役場
☎ 888 ー 1111（代表）

Informa
tion
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おしらせ

■年末年始の衛生業務
●霞クリーンセンター
▶粗大ごみの申し込み
◇年末は 12月 16日（木）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
※年末は電話がかかりにくくなりますので、ご了
承お願いします
※手数料が必要となります。申し込み後、粗大ご
みステッカーを購入し、品物に張ってください
▶ごみ（粗大ごみ含む）の直接搬入
◇年末は 12月 29日（水）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
▼月～金曜日／午前9時～ 11時、午後1時～ 4時
▼土曜日／午前 9時～ 11時　※ 12月 25日（土）の
み、午前 9時～ 11時 30分、午後 1時～ 4時

※混雑が予想されます。できるだけ最終日（29日）
付近を避けて、お早めにお願いします
※50kgまでは無料。50kgを超えた分については、

10kg あたり 100円の処理手数料が必要です
▶ごみ収集業務
ごみ収集カレンダーのとおり。午前 8時 30分ま
でに指定集積所に出してください。
※ 12 月 30 日（木）・1 月 4 日（火）は、全地区『燃える

ごみ』のみ回収します
▶収集業務休業期間
全地区…12月 31日（金）～ 1月 3日（月）

※年始は 1月 5日（水）から平常業務となります
※集積所付近にお住まいの人の迷惑になりますので
休業期間中は絶対にごみを出さないでください

【問い合わせ：霞クリーンセンター☎889ー0091】

●し尿・浄化槽汚泥くみ取りの電話申し込み
12 月 15日（水）までに担当業者にお申し込みくだ
さい。年始は 1月 4日（火）から受付します。
【問い合わせ：▼黄金開発☎ 887ー0209 ▼カスミ衛
生☎887ー0808】

■年末年始の業務（町施設）
●役場・うずら出張所・総合保健福祉会館・水道事務所
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇ 29 日（水）から 1月 3日（月）までは閉庁とさせて
いただきます。出生・婚姻・死亡届などは、役場で
日直が受付します
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：▼役場☎ 888ー1111 ▽総務課（213）
▽町民課（122）▽収納課（146）▼うずら出張所☎
841ー1167 ▼総合保健福祉会館☎ 888ー2940 ▼
水道事務所☎ 889ー5151】
●保育所・児童館・放課後児童クラブ
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：児童福祉課☎ 888ー1111（167）】
●福祉センターまほろば
◇年末は 12月 26日（日）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 5日（水）から平常どおり行います
【問い合わせ：まほろば☎ 887ー3969】
●図書館
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：図書館☎ 887ー6331】
●公民館・ふれあいセンター・町民体育館
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：▼中央公民館☎ 888ー2526 ▼君原公
民館☎ 889ー1363 ▼かすみ公民館☎ 888ー8111
▼本郷ふれあいセンター☎ 830ー5100 ▼舟島ふれ

あいセンター☎ 840ー2761】
●総合運動公園
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
※芝の管理（養生等）のため、町民球場・野球場・多
目的広場・陸上競技場（フィールド内）は 12 月
13 日（月）から平成 23 年 2月 28 日（月）まで貸し
出しを中止します

【問い合わせ：生涯学習課☎ 888ー1111（328・
329）】
●教育相談センターやすらぎの園
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：教育相談センター☎ 888ー1225】
●町民活動センター
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：町民活動センター☎ 888ー2051】
●予科練平和記念館
◇年末は 12月 28日（火）まで平常どおり行います
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：予科練平和記念館☎ 891-3344】

■年末年始の業務（町以外）
●うしくあみ斎場
◇年末は 12 月 31 日（金）まで平常どおり行います
※ 31日は受付・火葬のみで通夜はできません
◇年始は 1月 4日（火）から平常どおり行います
【問い合わせ：うしくあみ斎場☎ 830ー9888】
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■観光協会の会員募集
町では、各種観光施策の推進母体
となる『あみ観光協会』（仮称）を設
立します。
会員となって、あみプレミアム・
アウトレットや予科練平和記念館な
どを訪れている多くの観光客の町内
周遊を促進しませんか。
▶問い合わせ	 商工観光課☎ 888ー
1111（170）

■中央公民館から
●親子でチャレンジ焼き絵教室
▶テーマ	 オリジナルキーホルダ
ー・コースターを作ろう
▶期日	 12 月 25日（土）
▶時間	 ▼第 1 回：午前 9 時～ 10
時 30 分▼第 2 回：午前 11 時～
午後 0時 30分
▶場所	 中央公民館
▶対象	 小学生以上（親同伴）
▶内容	 好きな図案を選んで、キ
ーホルダーやコースターを作り
ます
▶募集人数	 各回とも 10組 20人
▶参加料	 1個300円　※当日集金
▶申込方法	 12 月 11 日（土）午前 9
時から中央公民館で受付します
（直接および電話可）

〈広告欄〉

●第 63 回阿見町成人式典
▶期日	 平成 23年 1月 9日（日）
▶時間	 ▼受付：午前 9 時 15 分か
ら▼式典：10 時から　※式典終
了後、記念写真撮影を行います
▶場所	 町民体育館
▶対象	 町に住民登録している平成
2 年 4 月 2 日～平成 3 年 4 月 1
日生まれの人　※町外転出者の
参加希望は、下記にお問い合わせ
ください

●問い合わせ	 中央公民館☎ 888ー
2526

■町民活動センターから
●子ども工作教室（大人だけの参加

も大歓迎）
▶テーマ	 クリスマスのオーナメン
トを作ります
▶期日	 12 月 18日（土）
▶時間	 午前 10時～正午
▶講師	 和田泰子氏
▶参加料	 1,000 円
▶持参品	 手ふき・水筒
●フラワーアレンジメント講座
▶テーマ	 クリスマス
▶期日	 12 月 14日（火）
▶時間	 午前 10時 30分～正午
▶講師	 小林よし子氏
▶募集人数	 20 人（定員で締切）
▶参加料	 1,500 円（花器等含む）
▶持参品	 はさみ
●これから始めるパソコン『超入門

失敗しないパソコンの買い方講座』
▶期日	 12 月 21 日（火）
▶時間	 午前 10時～正午
▶内容	 ❶パソコンって何❷パソコ
ンで何ができるの❸何をそろえれ
ばいいの（周辺機器など）❹どこ
で買えるの❺どのくらいするの
（購入費用など）

▶講師	 成田清和氏
▶募集人数	 30 人程度
▶参加料	 500 円
●パソコン学習会
パソコンを始めたい人、疑問を解
決したい人、テーマに沿ってチャレ
ンジしたい人、さらにステップアッ
プしたい人など、それぞれのニーズ
に合わせ、3人の講師がきめ細やか
に対応いたします（詳しくはお問い
合わせください）。
▶日時	 ▼午前の部：毎週水曜日午
前 10 時～正午▼夜の部：毎週木
曜日午後 7時～ 9時
▶講師	 成田清和氏
▶募集人数	 30 人程度
▶参加料	 各回 500 円
▶持参品	 ノートパソコンをお持
ちの人はご持参ください（貸し出
しもありますので、ご相談くだ
さい）

●パソコンなんでも相談室
▶期日	 12 月 11日（土）
▶時間	 午後 1時 30分～ 3時
▶内容	 購入からインターネットへ
の接続・パソコン利用法・トラブル
解決法ーなど
▶講師	 いばらき IT 普及協議会
▶募集人数	 10 人（定員で締切）
▶参加料	 500 円
●『阿見おもちゃの病院』は、12 月

はお休みです
●申込方法	 電話または直接下記に
申し込む

※場所はすべて町民活動センター
※特に記載がないものは参加無料
●問い合わせ	 町民活動センター☎
888ー2051（月曜日を除く午前
10時～午後 9時）▼ホームペー
ジ：http://business4.plala.
or.jp/ami-vol/ ▼ E メール：ami-
vol@bz01.plala.or.jp/

お知らせ

	役場
☎ 888 ー 1111（代表）

Informa
tion
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き取りして、句や絵札に
したもので、予科練に関
する貴重な記録となるも
のです。
このカルタは、当館で
販売しています。定価
1,200 円（税込）

●ご利用ガイド
休館日	 毎週月曜日（祝日の場合は翌日休館）
開館時間	 午前 9 時～午後 5 時（入館は午後 4 時

30分まで）
観覧料	 大人 500 円（400 円）、小中高生 300 円

（240 円）※（　）内は 20人以上
※町内在住の小中学生や障害者手帳をお持ちの人な

どは、観覧料が無料になります
※年末年始 12 月 29 日（水）〜 1 月 3 日（月）は休館と

なります
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●『レコード鑑賞会』を開催しました
10 月 23 日午後 5
時 30 分から当館ラウ
ンジにおいて、レコー
ド鑑賞会を開催しま
した。
多くの予科練生が、
土浦海軍航空隊で訓

練に明け暮れ、つかの間の休日に聞きいったであろう
昭和初期の歌や音色を、当時の蓄音機（日本ビクター
昭和７年製造）と SPレコードで鑑賞していただきま
した。
訪れた皆さんは、それぞれ当時の情景や思い出を回
想させながら、聞き入っておられました。

●『予科練いろはかるた』を制作しました
このカルタは、予科練平和記念館資料収集委員が、
予科練出身者から当時の日々の訓練や生活の様子を聞

予科練平和記念館から

●問い合わせ　予科練平和記念館　☎891-3344
ホームページ　http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html

●人口と世帯●
●総人口　47,734 人 （＋ 20）
●男　性　23,630 人 （＋ 10）
●女　性　24,104 人 （＋ 10）
●世帯数　18,228 世帯（＋ 14）

▽ 11月 1日現在▽常住人口ベース▽（　）内は前月比▽総務課調べ

12 月の納税等
固定資産税（3期）
国民健康保険税（7期）
後期高齢者医療保険料（6期）
介護保険料（5期）
納期限 12 月 27 日（月）

1 月の納税等
町・県民税（4期）
国民健康保険税（8期）
後期高齢者医療保険料（7期）
納期限 1 月 31 日（月）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

人権相談／行政相談　日時：12月2日（木）1月6日（木）
午前10時～午後3時／場所：役場3階305会議室

問い合わせ 総務課☎ 888ー1111（216）
子育て相談　日時：月～金曜日午前 9時～午後 4時／

場所：中郷保育所内／訪問相談随時受付
問い合わせ 地域子育て支援センター☎ 891ー2772
教育相談　日時：火～金曜日午前 9時～午後 3時／

場所：図書館となり
問い合わせ 教育相談センター☎ 888ー1225
心配ごと相談　日時：水曜日午後1時～4時／弁護士

相談：月1回午後1時～3時30分［毎週水曜日の心配
ごと相談にて要予約］／場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
結婚相談　日時：第 2・第 4土曜日午後 1時～ 4時／

場所：総合保健福祉会館相談室
問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
高齢者総合相談　日時：月～金曜日午前 8時 30 分
～午後 5時 30分／場所：町社会福祉協議会内

問い合わせ 町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費者相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午後
1時～ 4時／場所：役場 1階町消費生活センタ−

問い合わせ 町消費生活センタ−☎ 888ー1871
交通事故相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午
後 1時～ 4時 45 分／弁護士相談：水曜日午後 1時～
4時［要予約］／場所：県土浦合同庁舎

問い合わせ 県南地方交通事故相談所☎ 823ー1123

●定例相談●

交通事故発生状況　10 月（前月比）
消防本部調べ 軽　　傷	　18人（＋ 8)
出場件数　22件（＋ 10）	 中　　傷	　 4人（＋ 2)
	 重　　傷	　 0人（± 0)
	 死　　亡	　 0人（± 0)
	 合　　計　22人（＋ 10)
※ 救急車の適正な利用を

お願いします


	さわやかフェア・あみ商工まつり・創療祭、同時開催（Ｐ01）
	平成22年度上半期財政事情（Ｐ02）
	守ります！税の公平（Ｐ03）
	交通事故や傷害事件にあったときは必ず届け出を！（Ｐ04）
	希望日に受診できる『医療機関健診』をご利用ください（Ｐ05）
	年金／社会保険料（国民年金保険料）控除証明書（Ｐ06）
	ねたきり・認知症等の高齢者を介護している人へ（Ｐ07）
	民生委員・児童委員の活動状況報告（Ｐ08～Ｐ09）
	障害者週間と障害者理解について（Ｐ10～Ｐ11）
	『町民の森（中央）』が誕生します（Ｐ12）
	『景観形成道路』に指定されています（Ｐ13）
	あなたの「好きなこと」「得意なこと」を社会に生かしてみませんか（Ｐ14）
	薄暮時・夜間の交通事故防止（Ｐ15）
	子育てを応援します（Ｐ16）
	町消費生活センターだより（Ｐ17）
	まい・あみ・まつり2010決算報告（Ｐ18）
	『あみまち紀行』／予科練の街土産（Ｐ19）
	町長への手紙／寄せられた意見と回答（Ｐ20～Ｐ22）
	住宅用火災警報器を設置しましょう（Ｐ23）
	お知らせ・体協だより（Ｐ24）
	お知らせ（Ｐ25～Ｐ27）
	定例相談・人口と世帯・マウスのつぶやき（Ｐ28）

